
 

 

 

 

 

 

 

草津市の医療福祉のあり方に関する調査研究報告書 

－質の高い生活を支える医療と介護との連携のあり方を探る－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 3月 

 

草津市 草津未来研究所 

  



 

 



 

 

 約 8割の人が病院で最期を迎えるという現実に対し、病院で最期を迎えたいと考えてい

る人は約 2割しかいない。また、人生の最期を迎えたい場所として最も希望が多いのが自

宅で、約 5割の人がそう望んでいるにもかかわらず、それが実現可能だと考えている人は

1割にも満たない。 

 この理想と現実のギャップの原因と背景を探り、そのギャップをなくすために草津市が

取るべき政策の方向性を、実現可能性のある施策例を交えながら検討したのが本稿である。 

2013年 10月現在、全国の高齢化率は 25.1％であるが、草津市の高齢化率は 19.2％であ

る。草津市は、若者が多くて発展しているというイメージが強く、迫りくる超高齢社会に

対する危機意識が市全体で十分に共有できているとは言い難い。しかし、草津市内の 75

歳以上の高齢者数の増加傾向と老人福祉施設等の入所状況等から、草津市も全国と同等か

それ以上のスピードをもって今の段階から準備を始めていく必要があることは明白である。 

このような状況下で、滋賀県は、誰もが地域で安心した生活ができるように医療と福祉

が一体として生活を支える「医療福祉」というキーワードを用い、保健・医療・介護・福

祉の専門職や地域住民との連携を進めるための取り組みを行っている。そこで、草津市も

この考え方をいち早く地域に浸透させ、さらには全世代参加型、全方向連携型の「地域包

括相互生活支援」という市独自のキーワードも加えて、健康福祉部局のみに留まらない総

合的な政策として捉えていくことが重要となる。 

そのためには、当事者と専門職との関係から支援の受け手の回復を捉えたこれまでの

「ケア論中心の地域福祉政策」を超える、あらゆる分野や職種の人を巻き込んだ「まちづ

くりの総合的な視点を含む政策」が欠かせない。今から取り組むべきことは数多くあるが、

主体軸と時間軸で方向性を整理すると、次の 4点が考えられる。①共通のプラットフォー

ムづくり、②在宅生活を支える医療職と介護職の人材確保・育成、③顔の見える関係と支

え合いの地域づくり、④当事者の希望と現実のギャップを縮めるための意識改革、という

のがそれである。 

 医療福祉については、家族や親族の理解、在宅生活を支える専門職の雇用環境の改善等、

現実にはまだ多くの課題が残されている。しかし、今後策定時期を迎える①草津市高齢者

福祉計画・草津市介護保険事業計画「草津あんしんいきいきプラン」の第 6期計画、②草

津市地域福祉計画の第 3期計画、③草津市総合計画の第 3期基本計画の 3つの計画の企画・

立案の段階から、医療福祉を最重要政策の 1つとして位置づけ、少なくとも団塊の世代が

すべて 75歳以上となる 2025年まで見据えた中長期的な医療福祉の考え方を取り入れてい

く必要がある。 
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はじめに 

 

 人口減少社会を迎え、個人のライフスタイルの変化と相まって、孤独死、引きこもり等、

地域社会においては、従来の制度や取り組みでは対応が難しい新しい課題が次々と出てき

ている。 

一方、約 8割の人が病院で最期を迎えるという現実に対し、病院で最期を迎えたいと考

えている人は約 2割しかいない。また、人生の最期を迎えたい場所として最も希望が多い

のが自宅で、約 5割の人がそう望んでいるにもかかわらず、それが実現可能だと考えてい

る人は 1割にも満たない。そこで、そのギャップを解消するために、当事者にとっての幸

せとは何かということに一旦立ち返り、多様なライフスタイルの選択肢の中から、自らの

希望に沿うような選択ができる環境をつくる発想が必要になる。 

ここで、滋賀県が提唱する保健・医療・介護・福祉の有機的な結びつきと連続性の確保

によって地域で生活を支えるという「医療福祉」の考え方が参考になる。 

本稿は、中長期的な視点で将来の草津市を予測し、高齢者が質の高い生活を維持してい

くために、どのような医療福祉のあり方が求められているのかを明らかにすることを目的

としている。中長期の目安は、団塊の世代がすべて 75歳以上となる 2025年である。 

第 1章では、高齢者を取り巻く環境の変化について俯瞰し、第 2章では、「地域包括ケ

アシステム」というキーワードを通じて、現在、地域で何が起きていてどのような課題が

出てきているのかということについてSWOT分析等を用いて整理した。そして、第3章では、

双方向的に誰もが支援者となる取り組みをすでに行っている事例について考察し、第 4章

では、2025年に向けて具体的にどのような方向性が考えられるのかを提示した。 

本調査研究の手法としては、「草津市の医療福祉のあり方研究会」での計 7回の議論を

主としつつ、他に文献調査、インタビュー調査、先行事例視察を行った。当該研究会では、

医師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員等の医療や介護の専門家を交え、情報や課題

を共有し、将来の方向性について考察した。 

本稿は、今後、これまでに保健・医療・介護・福祉とは関わりの薄かった人も含めて多

分野にわたる人々の連携が可能になるよう、共通理解の土台となるデータを提示し、論点

の整理をしている。 
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第１章 草津市の高齢者を取り巻く環境の変化 

 

１ 終末期の理想と現実のギャップと近年の医療福祉施策の動向 

 2012年の厚生労働省の人口動態統計によれば、現在、わが国では、約 8割（76.3％）の

人が病院で最期を迎え、約 1割（12.8％）の人が自宅で最期を迎えている1。これは、滋賀

県を単位としても同様の結果（病院 76.7％、自宅 15.4％）である。 

一方、滋賀県が 2010年に実施してまとめた「滋賀の医療福祉に関する県民意識調査報

告書」によれば、病院で最期を迎えたいと考えている人は約 2割（22.6％）しかいない。

また、人生の最期を迎えたい場所として最も希望が多いのが自宅で、約 5割（48.0％）の

人がそう望んでいるにもかかわらず、それが実現可能だと考えている人は 1割（8.5％）に

も満たない。自宅療養が困難な理由としては、「介護してくれる家族に負担がかかる」

（78.6％）、「症状が急に悪くなったときの対応に自分も家族も不安である」（60.7％）

ということが挙げられている2。 

 終末期における希望と現実のギャップは大きい。そこで、そのギャップを解消するため

に、当事者にとっての幸せとは何かということに一旦立ち返り、多様なライフスタイルの

選択肢の中から、自らの希望に沿うような選択ができる環境をつくる発想が必要になる。 

このような状況にあって、滋賀県では、誰もが住み慣れた地域で安心して生活ができる

よう、医療と福祉が一体として生活を支える「医療福祉」という新たな概念を用い、保健・

医療・介護・福祉の専門職や地域住民との連携を進めるよう取り組みを行っている。 

滋賀県による医療福祉の定義は、「保健、医療、福祉といった縦割りの各分野のサービ

スが単に連携するだけにとどまらず、地域における生活を支えるという統一的な理念の下

で、各分野が一体的かつ有機的にネットワークを形成していくことが重要であり、この考

え方を表す言葉」3とされている。なお、この定義の中には「介護」という文言は直接入っ

ていないが、その言葉の発信源となった「滋賀県保健医療計画」の全体的な内容から、保

健と福祉の中にその意味が含まれるものと解すことができる。 

 さらに、近年における医療福祉にかかる政策と施策の動向を年表としてまとめたものが

表 1-1である。2000年に地方分権一括法と介護保険法が施行され、地域のことは地域で解

                                                
1 残りの 1割（10.9％）については、診療所、介護老人保健施設等である。詳細は厚生労働省（2014）を参照

のこと。 
2 詳細は(参考資料 2)を参照のこと。 
3 滋賀県（2013年: 203） 
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決していくことが国の方針が法制度上でも示された。また、2009年には滋賀県で「地域・

住民が守り育てる医療福祉を～滋賀の医療福祉を考える懇話会最終報告～」が策定され、

その中で初めて「医療福祉」という概念が提示され、「医療福祉」がその後の県内の各種

政策に反映されるようになった。草津市においては、2010年の「草津市の医療福祉を考え

る懇話会」で初めて医療福祉の概念を取り入れ、小児救急医療の話を中心にして議論して

いる。 

  

表 1-1 近年における国・滋賀県・草津市の医療福祉にかかる政策・施策の動向 

 

出所：各機関のホームページを基に作成 

 

 

年 月 市の動き 県の動き 国の動き

2000 3
「くさつゴールドプラン21第1期計画」策定
（2000年度～2004年度）

4 介護保険事業開始 介護保険事業開始

地方分権一括法施行
介護保険法施行
成年後見制度開始
「健康日本21」策定

2001 3 「健康いきいき21－健康しが推進プラン－」策定 第4次医療法改正
2002 4 診療報酬マイナス改定（史上初）

2003 3
「くさつゴールドプラン21第2期計画」策定
（2003年度～2007年度）

2004 4 新医師臨床研修制度開始

3
「健康くさつ21  はつらつ ほっこり 健康くさつ」策定
（2005年度～2010年度）

「滋賀県保健医療計画」改訂

2005 4 医療制度改革大綱策定

10
「草津市地域福祉計画」策定
（2005年度～2010年度）

2006 3
「くさつゴールドプラン21第3期計画」策定
（2006年度～2008年度）

4
市役所内に地域包括支援センターを設置
草津市小児救急医療センター開設

改正介護保険法施行
高齢者虐待防止法施行

6 第5次医療法改正
2007 4 がん対策基本法施行

2008 1
「草津市地域福祉活動計画」策定（草津市社協）
（2007年度～2011年度）

3

「滋賀県保健医療計画」改訂
「滋賀県がん対策推進計画」策定
「滋賀県医療費適正化計画」策定
「健康いきいき21－健康しが推進プラン－」改訂

4 後期高齢者医療制度施行

2009 3
「草津あんしんいきいきプラン第4期計画」策定
（2009年度～2011年度）

12
「地域・住民が守り育てる医療福祉を～滋賀の
医療福祉を考える懇話会最終報告～」策定

2010 12 「草津市の医療福祉を考える懇話会」が市に提言

2011 3
「第2期草津市地域福祉計画」策定
（2011年度～2015年度）

4 改正高齢者住まい法成立
11 高齢者日常生活実態調査を実施

2012 3

「草津あんしんいきいきプラン第5期計画」策定
（2012年度～2014年度）
「第2次草津市地域福祉活動計画」策定（草津市社協）
（2012年度～2014年度）

「南部地域医療福祉ビジョン」策定

7 「滋賀の医療福祉に関する県民意識調査」実施

2013 3
「滋賀県保健医療計画」改訂
「滋賀県がん対策推進計画」改訂

7 地域包括支援センターを各中学校区で民間委託 「健康日本21（第2次）」策定

2014 2
「健康くさつ21（第2次）」策定
（2013年度～2022年度）
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２ 生産年齢人口の減少と高齢者人口の増加 

 現在、全国の高齢化率は 25.1％（2013年 10月 1日現在、総務省統計局人口推計）であ

り、65歳以上の高齢者の人口は 3,190万人である。 

2013年 3月に公表された国立社会保障・人口問題研究所の調査によれば、現在、全国的

に人口が減少している中、65歳以上の高齢者の数は右肩上がりで急速に伸びており、2042

年に高齢者の数は 3,878万人となってピークを迎えると予測されている。 

 一方、草津市においては、近年の JR駅前の再開発事業や土地区画整理事業、その他、市

内各地での宅地開発事業等によって市外から多くの子育て世代や学生等が流入し続けてい

る影響があり、高齢化率は 2010年 10月 1日現在で 16.6％4となっている。これは、同時

点の全国の 23.0％5と比較して低位である。しかし、図 1-1を見れば、今後、高齢化率は

短期間に急激に高まり、2040年に全国が 36.1％（13.1ポイント上昇）に対し、草津市は

28.2％（11.6ポイント上昇）となるなど、草津市も全国と同等のスピードで高齢化率が高

まることが予測されている。なお、2040年までの高齢化率については、滋賀県も湖南圏域

も、草津市と同様の傾向が予測されている。 

 

 

出所：国立社会保障・人口問題研究所(2013a)を基に作成 

図 1-1 全国・滋賀県・湖南圏域・草津市の高齢化率の予測 

 

                                                
4 全国と比較するため、直近の国勢調査の値を用いた。 
5 総務省統計局人口推計（概算値） 
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ここで注意すべきは、高齢化率の急激な上昇と人口構成の変化もさることながら、生産

年齢人口と高齢者人口の絶対数についてである。中長期の人口予測や年齢別構成比を見込

んで政策を立案する際に、ケアをする側の人材の確保の問題や、要支援者の住居の確保の

問題に直接影響するためである。 

図 1-2は、2010年を基準としたときに 30年後の 2040年に人口の絶対数がどのように変

化するのかを示す図である6。2040年には、滋賀県全体では、15歳から 64歳までの生産年

齢人口が 19.8％減少し、65歳以上の高齢者人口が 47.0％増加することが推測できる。同

様に、草津市は、生産年齢人口が 3.3％減少し、88.1％増加することが推測できる7。生産

年齢人口の減少と高齢者人口の増加については、全国的な傾向であるが、草津市は、生産

年齢人口が微減するにもかかわらず、高齢者人口は約 1.9倍に増加する都市であることが

分かる。 

      

出所：国立社会保障・人口問題研究所(2013a)を基に作成      

図 1-2 滋賀県内の自治体の生産年齢人口と高齢者人口の増減率（推計値） 

                                                
6 2014年 3月 9日に淡海ネットワークセンターが滋賀県庁で開催した「今、求められる地域人材を考えるフォ

ーラム」での藻谷浩介氏（日本総合研究所調査部主席調査員）の基調講演の内容を参考にした。 
7 詳細は(参考資料 3)を参照のこと。 

大津市

彦根市

長浜市

近江八幡市

草津市
守山市

栗東市

甲賀市

野洲市

湖南市

高島市

東近江市

米原市
日野町

竜王町

愛荘町

豊郷町

甲良町 多賀町

滋賀県

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

-50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0%

6
5
歳

以
上

人
口

の
増

減
率

（
2
0
1
0
年

→
2
0
40

年
）

15-64歳人口の増減率 （2010年→2040年）



6 

 

一般に 75歳以上になると病気や介護のリスクが高まるとされているが、2025年には団

塊の世代8がすべて 75歳以上に達し、その年までに 75歳以上の高齢者数の急激な増加が続

くことから、医療や介護の分野で 2025年に備え、あらかじめどのような準備をしておくの

かという議論が全国で盛んに行われている。 

国立人口問題・社会保障研究所は、図 1-3のとおり、指数を用いて 75歳以上の高齢者

の増加割合を経年で比較している。それによれば、2010年を基準（100）とした場合、全

国では 2025年に 1.54倍（154）にまで人口が増えることが予測されており、滋賀県では

1.58倍（158）、二次医療圏域である湖南圏域は 1.97倍（197）、草津市では 2.07倍（207）

9にまで人口が増えることが予測されている。なお、草津市の指数 207という数値について

は、全都道府県で最も高い埼玉県の指数 199より高く、全国 1,683市区町村の中でも指数

が 200以上の 169自治体（10.0％）の中に位置している10。つまり、草津市は、現在、2025

年に向けて早急に高齢者対策が必要とされている埼玉県よりも高齢化が急速に進む数少な

い自治体の１つであるといえる。 

 

 

              出所：国立社会保障・人口問題研究所(2013a)を基に作成 

図 1-3 75歳以上の人口の将来推計（2010年を 100としたときの指数） 

 

また、草津市内の老人福祉施設等の設置状況は表 1-2のようになっている。 

                                                
8 1947年から 1949年生まれの世代のこと。 
9 草津市では、2010年に 9,117人であったものが 2025年には 18,845人になると予測されている。 
10 詳細は国立社会保障・人口問題研究所(2013b: 57-58、66-67)を参照のこと。 
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 2013年 12月現在において、特別養護老人ホームは 9件あり、定員は 492人である。

また、介護老人保健施設は 2件で定員 170人、介護療養型医療施設は 1件で定員 100人、

認知症高齢者グループホームは 8件で定員 128人、ケアハウスは 1件で定員 26人、有料

老人ホームは 1件で定員 62人である。草津市介護保険課によれば、これらほとんどすべ

ての施設において空きが出にくい状況であり、入所待ちが慢性化しているということで

ある。 

 

表 1-2 草津市における老人福祉施設等の設置状況 

 

出所：滋賀県(2013b)を基に作成 

 

その他、この状況に加え、少子化と高齢化が進むわが国の年齢別人口の構成比から生産

年齢人口の絶対数が少なく、就労環境や子育て環境等、将来の社会の支え手となる若者へ

の支援をいかにして行っていくのかという視点もある11。 

以上のように、草津市でも全国と同等またはそれ以上のスピードをもって 2025年に向

けて準備を始めていく必要があることが分かる。 

 

３ 平均寿命と健康寿命の間の暮らし 

 健康という言葉に対するイメージは人によってそれぞれ異なり定義もさまざまあるが、

WHO（世界保健機関）は、1946年に WHO憲章にて「健康とは、病気ではないとか、弱って

いないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満た

された状態にあること」（日本 WHO協会訳）と定義している。 

                                                
11  草津市(2011：66—69) 

施設の種類 施設数（件） 定員（人） 施設名

特別養護老人ホーム 9 492
やわらぎ苑、やまでら、のじのさと、菖蒲の郷、第二菖蒲の郷、
ぽぷら、なみき、風和里、帆の里

介護老人保健施設 2 170 草津ケアセンター、ケアタウン南草津

介護療養型医療施設 1 100 草津総合病院

認知症高齢者グループホーム 8 128
高齢者グループホーム介の羽、グループホームはるか、ケアタウン南草津
グループホーム、グループホームなぎさ、グループホームオアフ、グループ
ホームマハナ、グループホーム常盤の里、グループホームクローバー

ケアハウス 1 26 ケアハウスぽぷら

有料老人ホーム 1 62 すまいるⅠ号館
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 このように、健康にはいくつかの要素があるが、客観的に顕在化しやすい肉体的なもの

に着目して、近年、健康寿命という考え方が保健の分野でよく用いられている。健康寿命

とは、2000年に WHOが提唱した新たな寿命の指標であり、厚生労働省は、同年に策定した

健康日本 21の中で、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と

定義している。 

つまり、健康寿命とは日常的に生活支援を必要としない期間であると言え、逆にいえば、

平均寿命と健康寿命の差が介護を始めとした何らかの支援が必要とされるであろう期間と

いう見方ができる12。この差が大きければ大きいほど、その期間が長い13ことを示す。滋賀

県の現状は図 1-4のとおりである。男女ともに平均寿命と健康寿命の差が大きく、男性で

9.91年（全国 45位）、女性で 14.32年（全国 46位）の差がある。また、滋賀県は、男女

とも全国平均と比べて平均寿命が長く、女性は全国平均と比べて健康寿命が短いという特

徴がある14。健康寿命を延ばして、この差を縮めていく取り組みが求められている。今後、

この期間の高齢者をどのように支えていくかが地域での大きな課題となる。 

 

  

出所：厚生労働省(2013a)を基に作成  

図 1-4 滋賀県における平均寿命と健康寿命の差（男女別） 

 

 また、介護を必要とする高齢者の中には、介護保険制度で要介護と認定された人以外に、

潜在的な認知症の人がいることを忘れてはならない。認知症に対しては、現在でも対応す

る制度や施設が限られ、地域によっては家族の中で事実が隠されるようなこともあり、地

域では特に顕在化しにくい。しかし、誰がどのような状態であったとしても、その存在を

                                                
12  健康寿命には、さまざまな指標があるが、ここでは既に公表されているもので全国の自治体と比較するた

め、国民生活基礎調査に基づく調査項目を活用した「日常生活に制限のない期間の平均」の指標を用いている。

なお、「健康くさつ 21（第 2次）」では、市町村単位で算定できる介護保険の要介護認定者数を活用した「日

常生活動作が自立している期間の平均（別名：平均自立期間）」を用いている。 
13 現在入手可能な最新の数値である 2010年時点で比較した。 
14  詳細は(参考資料 4)を参照のこと。 

9.91年

平均寿命 80.58

健康寿命 70.67

平均寿命 86.69

健康寿命 72.37

60 80

男性

女性

（年）
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認め合い、お互いの支え合いによって地域で暮らせる社会にしていくことが、広く将来へ

の安心を生むことにつながることになる。これは医療福祉が目指す考えとも一致する。 

なお、先行研究では、地域に潜在的にいる認知症高齢者の数を明らかにしており、それ

によれば、65歳以上の高齢者の認知症有病率は 15％、軽度認知障害（正常でもない、認知

症でもない状態）有病率は 13％という調査結果を出している15。現在、全国に認知症高齢

者が約 439万人、軽度認知障害者が約 380万人いると推計されている。これを草津市に当

てはめてみると、図 1-5のようになる。草津市の住民基本台帳をベースとして考えた場合、

2013年 12月 31日現在で、市内にすでに認知症高齢者は約 3,700人、軽度認知障害者は約

3,200人存在することになる。さらには、今後も認知症高齢者の数は増加傾向にあり、前

述の先行研究の数値を草津市に当てはめて考えてみると、2025年には認知症高齢者が約

4,900人（2013年比 1,200人増）、軽度認知障害者が約 4,200人（2013年比 1,000人増）

まで増加すると予測される16。 

 

  

図 1-5 草津市における認知症高齢者の現状（推計値） 

図 1-5 草津市における認知症高齢者の現状（推計値） 

 

 

                                                
15 朝田（2013）。厚生労働省科学研究費補助金の認知症対策総合研究事業によるもので、テレビや新聞等では、

厚労省研究班の調査として紹介されることもある。 
16 朝田（2013）に基づき、「介護保険制度を利用している認知症高齢者」の数については「（65歳以上の高齢

者数）×0.15×7÷11」、「介護保険制度を利用していない認知症高齢者」の数については「（65歳以上の高

齢者数）×0.15×4÷11」で算出した。 

約2,350人

（約3,100人）

約1,350人

（約1,800人）

約3,200人

（約4,200人）

認知症でない高齢者 （注2）

65歳以上高齢者人口24,691人

（2025年時には32,369人）

介護保険制度を利用している

認知症高齢者

介護保険制度を利用していない

認知症高齢者

軽度認知障害者

（正常と認知症の中間の人）

認知症高齢者

約3,700人

（約4,900人）

※注1 （ ）内の数値は2025年の人数予測値

注2 出典元の論文は「正常」と表現、厚生
労働省は「健常者」と表現しているが、

ここではわかりやすく意訳した。

（注1）

出所：朝田（2013）、草津市（2014b）、国立社会保障・人口問題研究所（2013a）を基に作成 
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さらに、市内 6つの日常生活圏域ごとに認知症高齢者の数と軽度認知障害者の数を推計

したものが図 1-6である。このように全国的な数値も日常生活圏域ごとに具体的な数値に

落とし込むと、もうすでに各圏域には多くの認知症高齢者やその予備群が存在することが

分かり、できるだけ早く地域ごとに支え合いの仕組みを整えていく必要があることが分か

る。 

 

 

出所：朝田（2013）、草津市（2014b）、国立社会保障・人口問題研究所(2013a)を基に作成 

図 1-6 草津市の日常生活圏域における認知症高齢者と軽度認知障害者数推計 

 

４ 草津市財政に見る医療と介護の費用 

 草津市における医療と介護にかかる財政規模について概観したものが図 1-7である。

直近 5年間で、国民健康保険特別会計の決算額の推移を見てみると、2008年に 91億 1,325

万円であったものが、2012年には 105億 578万円となり、13億 9,253万円増加している。

同様に、介護保険事業特別会計の保険事業勘定分については、2008年に 43億 8,414万円

であったものが、2012年には 56億 3,621万円となり、5年間で 12億 5,207円増加して

いる。また、介護保険事業特別会計の介護サービス事業勘定分については、2008年に4,087

万円であったものが、2012年には 4,782万円となり、5年間で 695万円増加している。

また、2008年から始まった後期高齢者医療については、2008年に 7億 590万円であった

ものが、2012年には 9億 6,446万円となり、5年間で 2億 5,856万円増加している。 

以上、ここに挙げたものすべてが、近年ゆるやかな右肩上がり傾向で推移しているこ

とが分かる。前述したように、高齢者の絶対数の増加から、これらの額は今後も右肩上

がりに上昇していくと推測できる。  
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出所：草津市「広報くさつ」（2010年～2013年、各年 12月 1日号） 

図 1-7 草津市の医療と介護にかかる特別会計決算額の推移 

 

５ 2025年に向けての自助・互助・共助・公助 

   2000年 4月から始まった介護保険制度は、地方分権一括法の施行と時を同じくし、地

方分権の進展下において各自治体が来るべき超高齢社会にどのように独自性を発揮して

備えるかという、ある意味で自治体の自治が試されるものであった。 

  「自助」、「互助」、「共助」、「公助」の考え方を介護保険と関連させて議論した

のが、池田省三の論考である。池田（2011）は、その中で、介護保険の制度的な性格を

補完性の原理によって説明している。具体的には、課題解決時にはまず「自助」が求め

られ、次に家族隣人からのインフォーマルな支援である「互助」が求められる。そして、

「自助」、「互助」でカバーしきれないときにシステム化された自治組織が、行政と区

別された「共助」というかたちで支援する。 

  そして、それでも包括されない者、または、なおも解決し得ない場合のみに、行政の

保護、すなわち「公助」が発動するとされている。この「自助」、「互助」、「共助」、

「公助」の関係を、マクロ、メゾ、ミクロの視点から整理したものが表 1-3である。「自

助」、「互助」、「共助」、「公助」は時代や地域とともに変化する。混同しがちな「互

助」と「共助」については、「互助」は親密性や慣行に基づくインフォーマルなもの、

「共助」はシステム化されたフォーマルなものと区別できる。「互助」は期待されるも

のであるが、必ず存在するものではない。 

  「困ったときはお互いさま」という言葉に代表されるように、これまでのわが国の社
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会では「互助」は、日常生活の中で当然の支え合いの概念として意識されてきた。その

後、高度経済成長期を経て各地で都市化が進み、人口の流動が起こっていく中で「共助」

と「公助」が肥大化してきた。一方、特に都市部において地域での顔の見える関係は軽

薄化し、「自助」は弱まり、「互助」は置き去りになった。 

 そのような歴史的な経緯を踏まえれば、今後、個人が地域で生活を続けていくことを

考える際には、「互助」の再発見や「自助」、「互助」、「共助」、「公助」の再組織

化についての議論も必要であり、原点に立ち返りながら、希望が持てる未来に向けた議

論を深める段階になっている17。 

 

表 1-3 自助、互助、共助、公助の関係 

 

出所：国立社会保障・人口問題研究所編(2013) 

                                                
17 医療の側面からも、医師の偏在等の背景から、当事者が住み慣れた場所で生活をしていくためにこれと同じ

ような議論がある（参考資料 5）。 

自助 互助 共助 公助

マクロ 制度 市場システム
親密性・慣行に
よる相互扶助

システム化され
た互助社会保険
等

社会福祉等

従来型施設・
長期療養施設

× × ○ ○

居住型施設 ○ ？ ○ ？
小規模多機能
ケア拠点

○ ○ ○ ？

在宅 ○ ？ ○ ？

ミクロ 個別支援
自己資源の活
用

インフォーマル
サポート

保険給付の活
用

福祉給付

メゾ
（支援の場）
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第 2章 地域包括ケアシステムと現場のニーズ 

 

 １ 地域包括ケアシステムと日常生活圏域 

 地域で質の高い生活を支える仕組みづくりの一つとして、地域包括ケアシステムの

構築が重要な意味をもつ。地域包括ケアシステムを簡易にイメージ化したものが図

2-1である。地域マネジメントに基づく「ケア付きコミュニティ」18を枠組みとすれば、

「本人・家族の選択と心構え」が土台の皿であり、その上に「すまいとすまい方」と

いう器がある。そして、「生活支援・福祉サービス」が土壌であり、「医療・看護」、

「介護・リハビリテーション」、「保健・予防」が土から伸びる葉であり並列に並ぶ。

そこに、「地域包括支援センター」が「地域ケア会議」で水を注ぎ、葉を活性化する

というイメージである。そして、この図でいえば、「ケアマネージャー」は、「ケア

プラン」を通じて個々人に応じた「ケアマネジメント」を行う役割を担うこととなる。 

 

 

出所：田中（2013）      

図 2-1 地域包括ケアシステムの概念図 

 

地域包括ケアシステムの考え方については、厚生労働省の地域ケア研究会の「地域

ケア会議運営マニュアル」の中で「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とし

                                                
18 「どこに住んでいても･･･戸建ての家でも集合型住宅でも施設（＝ケアが組み合わされた特別な住宅）でも･･･

同じ条件で医療・介護サービスを利用できる生活圏域」（地域包括ケア研究会(2013: 31)） 
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た上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみならず、福祉

サービスを含めたさまざまな生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適

切に提供できるような地域での体制」と定義されている。具体的には、標準化された

モデルはなく、それぞれの地域の特性に応じて独自に構築していくべきものとされて

いる。 

2009年、厚生労働省の地域包括ケア研究会によって報告書がまとめられ、高齢者が

「おおむね 30分以内」に必要な医療・介護・生活支援サービスを適切に受けられるの

が日常生活圏域であると基本的な考え方が示された。そのときに提示された地域ケア

システムの姿が図 2-2である。地域の中の住まいを基本単位としながら、日常時は生

活支援や介護予防を通じて健康を維持し、医療や介護のサービスが必要となれば、お

おむね 30分以内にその提供を受けることができるエリアが日常生活圏域のモデルと

されている。 

 

 

出所：厚生労働省(2013b) 

図 2-2 地域包括ケアシステムの姿 

 

日常生活圏域の設定の根拠は、法的には 2006年に改正された介護保険法 117条第 2

項第 1号の「住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情

その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況そ

の他の条件を総合的に勘案して定める区域」の条文に求められる。 

日常生活圏域は、それぞれの市町村において、小学校区、中学校区、旧行政区、住
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民の生活形態、地域づくりの単位など、面積や人口だけでなく、地域の特性などを踏

まえて設定することとされている。地域包括ケア研究会が、中学校区程度で人口 2万

人程度を一つの目安として提示したことを受け、草津市でも、人口規模と面積等から、

中学校区を日常生活圏域として設定している。 

 草津市においては、2006年度に初めて地域包括支援センターを部署として設置し、

市の直営で 1カ所に職員を集中させることにより業務を開始した。具体的には、市職

員の保健師、法人から出向してきた社会福祉士、業務委託の主任ケアマネージャー と

でチームを組んでのものであり、すべての職員が中央である草津市役所を拠点に活動

を行っていた19。そして、設置から 7年が経過した 2013年 7月からは、よりきめ細や

かな地域でのネットワークづくりを進めることを目的に、表 2-1のとおり地域包括支

援センターを日常生活圏域ごとに設置し、運営を市内の社会福祉法人等に委託をする

こととなった。また、各委託先をバックアップするために市にも引き続き、中央機能

として地域包括支援センターを残し、体制の強化と機能の充実を図っている。 

 日常生活圏域ごとに地域包括支援センターを設置したことで、市民が気軽に相談で

きるようになった反面、各センターのスタッフは個別ケースへの対応に追われ、地域

での新たなネットワークの形成にはなかなか手が出せない等、新たな課題も見え始め、

その解決策が模索されている。 

 

表 2-1 草津市内の地域包括支援センターとその委託先 

 

 出所：草津市地域包括支援センター提供資料 

 

 

                                                
19 草津市の地域包括支援センター創設期の事情や事業分析については、佐藤(2008: 202-211)を参照のこと。 

圏域地域包括支援センター名 委託先法人名 所在施設名

草津市高穂地域包括支援センター 社会福祉法人　聖優会 菖蒲の郷

草津市草津地域包括支援センター 社会医療法人　誠光会 草津ケアセンター

草津市老上地域包括支援センター 社会福祉法人　しあわせ会 老上デイサービスセンターきはん

草津市玉川地域包括支援センター 社会福祉法人　あさひ保育園 南笠デイサービスセンターあさひ

草津市松原地域包括支援センター 社会福祉法人　みのり 上笠デイサービスセンター湯楽里

草津市新堂地域包括支援センター 社会福祉法人　寿会 北部デイサービスセンター常輝の里

草津市中央地域包括支援センター 草津市役所
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なお、日常生活圏域ごとに見た高齢化率や介護認定率等の現状については図 2-3の

とおりである。また、高齢化率については、一番高い松原中学校区で 26.5％、一番低

い玉川中学校区で15.9％となっている。高齢化率だけ見ても幅が10.6ポイントあり、

地域においてそれぞれの特性がある。市内一律ではなく、農村型と都市型等、地域ご

とに応じた対応と仕組みづくりが求められる。 

 

 

  

図 2-3 草津市内の日常生活圏域の概要 

 

 

 

 

出所：草津市介護保険課提供資料を基に作成（2013年 12月 31日現在） 
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２ 医療・介護事業者からみた現状と課題 

 草津市の医療福祉の現状と課題等を調査し、市の医療福祉政策をより地域の特性にあ

ったものとするため、市内で活動をしている法人・事業者 6カ所について調査を行った。

調査先には、あらかじめ調査票を郵送した後に訪問し、その調査票に基づき、事業所や

法人等の代表者にインタビュー調査を行った20。 

 調査の中で、各圏域の地域包括支援センターの現場では、相談窓口が近くにできたこ

と等の理由で高齢者虐待の通報が増え、その相談と確認調査で多大な時間が割かれてい

ることや、専門職は、多様な機関との連携が必要と考えているが、具体的なケースを通

じてしかその場がなく、顔の見える関係が構築しづらいこと等が分かった21。 

 また、調査の中で、「草津市の「地域包括ケアシステム」の整備にあたり、欠けてい

るもの、強化すべきもの」について選択式で聞いたところ、表 2-2のような結果となっ

た。最も多かったのが、「保健・予防」という項目であり、広く住民の健康に対する関

心を高めるため、フィットネスクラブや市民活動団体等の民間事業者の参入を求める意

見や、介護保険制度の仕組みや重要性を義務教育の段階から求める意見があった。その

他、身体レベルに応じた介護予防運動の普及や大型商業施設を利用しての健康相談の実

施等、民間事業者と行政が連携して具体的な取り組みを求める意見等があった。 

 

表 2-2 草津市の地域包括ケアシステムで強化すべきもの 

 

出所：草津未来研究所によるインタビュー調査 

 

その他、調査の結果をまとめ、草津市の地域包括ケアシステムの現状について SWOT

分析を行い、外部要因としての「機会」と「脅威」、内部要因としての「強み」と「弱

み」というかたちで精査した結果が表 2-3である。 

                                                
20  詳細は(参考資料 6)を参照のこと。 
21 前述したとおり、草津市が各圏域を単位として地域包括支援センターを委託したのは 2013年 7月であり、

調査時期が同年 9月の準備期であったことを考慮に入れる必要がある。調査後、顔の見える地域づくりを目指

し、各圏域でケアマネ勉強会や民生委員研修交流会等を通じて、専門職と多様な機関が連携を模索する取り組

みが始まりつつある。 

順位 項目

1位 保健・予防

2位 生活支援・福祉サービス

3位 すまいとすまい方



18 

 

表 2-3 草津市の医療福祉のあり方の SWOT分析（法人・事業所調査編） 

外 

部 

要 

因 

機会（Opportunity） 脅威（Threat） 

・二次医療圏である湖南医療圏として、すで

に近隣 3市との連携の仕組みがある。 

・びわこ文化公園都市内に大規模な医療・福

祉施設が集積している。 

・湖南圏域の人口増加が続いている。 

・立命館大学 BKCに生命科学部やスポーツ健

康科学部等、医療や保健にかかる学部がある。 

・滋賀医科大学と附属病院があり、高度医療

等の医療資源が比較的充実している。 

・びわこ文化公園都市内の大学の学生の数が

多く、大学内にボランティアサークルもある。 

・地域で育てた優秀な人材がヘッドハンティングによっ

て大都市圏へ流出する。 

・他府県から十分な支援体制をもたないサービス付き高

齢者向け住宅業者が流入する。 

・県内の看護学校で育てた人材が他府県へ流出する。 

・独居高齢者が増加傾向にある。 

・認知症高齢者が増加傾向にある。 

・訪問看護・訪問介護の分野で職員の人材が不足してい

る。 

内 

部 

要 

因 

強み（Strength） 弱み（Weakness） 

・日常生活圏域ごとに地域包括支援センター

がある。 

・市内に大規模な社会医療法人や社会福祉法

人の拠点がある。 

 

・在宅医療ができる総合医が少ない。 

・在宅医療に理解を示す医師が少ない。 

・給与面の課題等から、介護分野で夜勤を担う職員が不

足している。 

・医療分野で市が果たすべき役割が大きくなっている

が、それを推進する体制がまだ十分でない。 

・湖南医療圏の大規模病院が県立・市立・私立とさまざ

まな形態をもつため、医療政策面で合意が得られにく

い。 

出所：草津未来研究所作成 
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３ 地域活動からみた現状と課題 

 前述 2と同様の趣旨のもと、同様の方法で、まちづくり協議会 4カ所に対してもイン

タビュー調査を行った22。この 4 カ所の地域は、それぞれ介護予防、地域福祉等で特色

があり、まちづくり協議会を通じて地域住民間のつながりを強めている地域である。そ

の調査結果をまとめて上記表 2-3と同様に SWOT分析を行ったものが表 2-4である。 

 

表 2-4 草津市の医療福祉のあり方の SWOT分析（まちづくり協議会調査編） 

外 

部 

要 

因 

機会（Opportunity） 脅威（Threat） 

・防災訓練等の実践を通じて地域の中で医療

職や介護職との連携の重要性を認識してもら

える可能性がある。 

・玉川まちづくり協議会を中心に NPO法人立

命フィットネス研究会の「健康バンド」の取

り組みが広がる可能性がある。 
 

・個人情報保護法によって必要な情報が得にくい。 

・認知症高齢者が地域の中で増加している。 

・補助金の金額によって活動内容が左右されやすい。 

・成人の引きこもり等、制度が届かない要支援者がどこ

に住んでいるのかという情報が得られない。 

内 

部 

要 

因 

強み（Strength） 弱み（Weakness） 

・志津南地区まちづくり協議会や玉川まちづ

くり協議会等で行われているコミュニティ形

成や見守りの先行事例がある。 

・現段階で比較的高齢化率が低い。 

・定年退職者の中で地域での活動を求めてい

る人が多くいる。 

・路線バスがなく、病院やスーパーへの移動が困難な地

域がある。 

・同じ学区内でも地域で高齢化率の幅があり、課題意識

を共有しにくい。 

・学区社協が組織的に活動していない地域は、見守り等

の福祉活動の基盤が弱い。 

・役員のなり手がなく、老人クラブの数が減少傾向にあ

る。 

・オフィスワーカーの医師が多く、診療時間外に診ても

らえるかかりつけ医が少ない。 

出所：草津未来研究所作成 

今回の調査を通じて分かったことは、各まちづくり協議会にとって、医療や介護の専

門職と連携を強める意識はそれほど高くはなく、地域の住民同士がいかにしてつながる

かという意識に力点があるということである。しかし、中には、災害訓練時や危機管理

の会合時に医療や介護の専門職の参加があれば、地域の要支援者への具体的な対応が検

討できる等の積極的な連携を求める意見もあった。 

草津市内では、単身高齢者等を孤立させないために、まちづくり協議会や町内会単位

でさまざまな見守り活動が行われている。野路町内会が 2009 年から行っている救急医

療情報キット「命のバトン」を使った取り組みはその一例である23。「命のバトン」と

                                                
22  詳細は(参考資料 6)を参照のこと。 
23 2010年、（財）消防科学総合センターが主催する（現在は総務省消防局が主催）「防災まちづくり大賞」の

なかで、野路自主防災会の取り組みが優良事例として全国に紹介され、その後、全国各地にも広がった。 
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名付けた筒に、自分の病歴や緊急連絡先等の個人情報を入れておき、自宅の冷蔵庫に保

管し、自宅の玄関に「命のバトン」の存在を示すシールを貼っておく。こうすることで、

災害時や緊急時に地域の人がより適切な対応を取ることができるようになる（図 2-4、

図 2-5）。1995年の阪神・淡路大震災時に淡路島の北淡町（現：淡路市）でその効力を

発揮したことから、全国各地に広まり、市内でも野路町内会から他の地域に広がりつつ

ある取り組みである24。 

 

 

            出所：草津未来研究所撮影 2013.12.5 

図 2-4 救急医療情報キット「命のバトン」 

 

  

                         出所：草津未来研究所作成 

図 2-5 救急医療情報キット「命のバトン」の仕組み 

                                                
24  様式は(参考資料 7)を参照のこと。 

町内会

登録者

近隣住民・

救急隊員等

かかりつけ医 緊急連絡先

④有事発生

②登録 ③バトン交付 ①広報

⑤発見・初期対応

⑥連絡

⑥連絡

登録

事項



21 

 

そのほか、野路町内会が属する玉川学区まちづくり協議会では、コミュニティ形成の

一環として、災害たすけあいネットワークの構築（2007年～）、向こう三軒両隣推進運

動（2011年～）、玉川ハートプロジェクト（2012年～）等の具体的な取り組みを行い、

それらを通じて見守り活動やネットワークづくりを行っている。 

また、志津南地区まちづくり協議会では、2011年から地域に住民交流のためのコミュ

ニティスペースとして「ふれあいハウス絆」を設け、一人暮らしの高齢者や子どもたち

が気軽に立ち寄れる工夫をして、できるだけ自然なかたちで見守り活動が行えるように

している。 

ここで、見守りの重要性については、いくつかの地域でも盛んに指摘されているとこ

ろであるが、この用語は非常にあいまいな部分があるため、見守りが何を意味するのか

ということを一定整理しておく。見守りは、「何を見ているか」という見守りの視点と

して大きく３つの視点、①観察、②アセスメント、③評価があると考えられる。また、

「何をしたのか」という見守りの結果としては、大きく５つの分類、①早期発見、②早

期対応、③危機管理、④情報提供、⑤不安解消があると考えられる。これをモデル化し、

図で説明したものが図 2-6である25。 

地域で見守り活動をする際には、ただ何となく見守るのではなく、具体的に前述の５

つの分類をおさえておく必要がある。 

 

 

図 2-6 見守りのモデル 

                                                
25 永田（2013: 135） 

出所：永田（2013） 
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第 3章 誰もが支援者となる取り組みの先行事例 

 

１ ＮＰＯ法人宅老所心（草津市） 

第 1章で見たように、高齢者の絶対数の増加に対して、医療も介護も専門職や専門

施設だけに頼ることはできない状況であり、地域の中でどのように多様な人を巻き込

んで互助の仕組みをつくり出すのかが問われている。また、第 2章で見たように、現

場においては、支援者がすでに医療職や介護職の個別の努力だけでは限界を感じつつ

あり、すみやかに個々の効率性が上がるような連携の仕組みを構築していくことが求

められている。 

そのような中、始めから「共助」や「公助」に頼るのではなく、「自助」や「互助」

の力を最大限引き出そうとしている先行事例がある。支援の受け手がときに支える側

の立場にもなり、高齢者だけでなく障害者や地域の人々がお互いに支え合う仕組みを

構築している、草津市の NPO法人宅老所の心（こころ）である。 

2003年に設立された NPO法人宅老所心は、地域の人が地域の中で、最後までその人

らしく暮らすことができるように支援を行っている。「高齢になっても障がいがあっ

ても、家庭的な雰囲気の中で自分らしさを失わずに身近な仲間と過ごせるようにした

いという願い」26を持って集まった地域住民たちによって立ち上げられた NPOである。

2010 年からは小規模多機能型居宅介護事業所を開所し、「通い」を中心に「泊まり」

や「訪問」のサービスを同じ事業所が提供する地域密着型の在宅支援の取り組みを拡

充させている。 

 

         出所：草津未来研究所撮影 2014.1.22 

図 3-1 小規模多機能型居宅介護事業所心（草津市） 

                                                
26 NPO法人宅老所心が作成した紹介パンフレット(2010年)から引用した。 
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また、宅老所心では、独自の取り組みとして、2011年からごみ出しや買い物等、毎

日の生活の中で困っていることを有志で支援する「お助け隊」を組織している。図 3-2

のような仕組みで、小さな困りごとを通じて、地域で顔の見える関係を作り出し、み

んなが安心して暮らせる地域づくりを行っている。利用者の心理的な負担の軽減と、

事業の継続性の意味合いから、表 3-1のとおり若干の利用料金を徴収する仕組みとな

っているが、その利用のしやすさが受け、利用者からのリピート率は高い。しかし、

病院までの送迎等、事故のリスクがあるものや、物理的に時間が拘束されやすいもの

については、支援者のなり手が少なく、需要に供給が追いつかないという課題が生ま

れはじめている。 

 

 

 

図 3-2 お助け隊の仕組み 

 

表 3-1 お助け隊の内容と利用料金 

 

出所：NPO法人宅老所心提供資料 

 

お助け内容 30分利用料金（チケット制）
ごみ出し　散歩付添い　花の水やり　話し相手 150円
カラオケ　手紙代筆　レクリエーション（オセロ・トランプ） 200円
買い物 300円
掃除　洗濯　炊事（料理等）　大工仕事　庭木剪定
草刈　畑仕事　針仕事　パソコン　囲碁　将棋
通院送迎　薬受け取り

350円

1回1時間内で出来る内容 30分　350円
（元気高齢者　要支援1～要介護1の方対象） 1時間　700円

出所：NPO法人宅老所心提供資料 
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２ あいとうふくしモール（東近江市） 

 支援の受け手が一方的に支援を受ける立場に留まるのではなく、支える側にも立つ

ことができ、地域で支え合いが行われている先行事例として滋賀県東近江市の「あい

とうふくしモール」がある（図 3-3）。 

 2009年、あいとうふくしモールは、障害があっても、認知症があっても、どのよう

な症状になっても安心して暮らせる拠点づくりに取り組むプロジェクトとしてスター

トした。「モール」とはさまざまな機能を有する福祉サービス事業所が、ショッピン

グモールのように軒を並べるイメージで、地域の広範なケアのニーズに 24時間対応し

ていこうとすることから名付けられている。 

特定非営利活動法人 NPO 結の家、特定非営利活動法人 あいとう和楽、東近江ハン

ドシェーク協議会（現㈱あいとうふるさと工房）の 3事業所が参加をして厚生労働省

の「地域介護・福祉空間整備推進交付金」27を活用して、2013 年 4 月に複合施設とし

てオープンした。 

地域住民から山の間伐材の提供を受けることや、立命館大学の学生のボランティア

の助けを受けることによって、モール内の施設で薪をつくって、モール内外に販売す

る等、ケアだけでなく、食料やエネルギーの領域も含め、地域での支え合いと経済の

循環のビジネスモデルをつくっていることが特徴的である。また、モールの各施設を

つなぐウッドデッキで地域の人が集ってバーベキューをする機会や、「もったいない

市」と名付けた地域住民のコミュニティビジネスの機会が設けられるなど、この場所

自体が住民と専門職とサービス利用者が集って語り合う憩いの空間にもなっている。 

なお、あいとうふくしモールの設立に至るまでの過程には、保健や医療、介護の関

係者だけに留まらない行政職員や市民等、多種多様な人々の 10年以上にわたる議論の

下地があり、地域の課題解決に当事者だけが智恵を出し合う時代でないことを象徴し

ている。中でも、任意の寄り合いである「魅
み

知
ち

普請
ぶ し ん

の創寄り（東近江市内のキーパー

ソンが集う会）」が、多様な主体の参加と連携による持続的発展が可能な共生の仕組

みづくりの一環として作成した「東近江魅
み

知
ち

普請
ぶ し ん

曼荼羅
ま ん だ ら

」は独創的な取り組みである。

これは、地域のキーパーソンを紙面上に落とし込み可視化したものであるが、地域で

                                                
27 地域における介護サービス基盤の実効的な整備を図るために必要な設備やシステムに要する経費等に対す

る支援を行うもの。 
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顔の見える関係をつくっていくための具体的な事例として示唆的である28。 

このように、あいとうふくしモールでは、一朝一夕にして地域で多様な職種の連携

ができあがったのではなく、その仕組みを企画・立案していく過程において、十分な

時間をかけて顔の見える関係を構築し、実践的な連携の土台がつくられている。また、

仕組みをつくる過程の中で、当事者以外の行政職員や市民等が大きく関わることは、

仕組みを下支えするインフォーマルサポートの担い手の育成や、まちづくりのビジョ

ンの共有化にもつながり、その後も仕組みを持続させていくことにつながっている。 

 

 

         出所：草津未来研究所撮影 2013.10.17 

図 3-3 あいとうふくしモール（東近江市） 

 

３ ナガヤタワー（鹿児島市） 

都市部における高齢者と住民の支え合いをデザインした住まいの先行事例として、

鹿児島県鹿児島市の住民参加型集合住宅「NAGAYA TOWER」（ナガヤタワー）がある（図

3-4）。ナガヤタワーは、「住まいとケア」をセットで考え、江戸時代の長屋のように

多様な住民が支え合う暮らしを目指して、2013年、個人診療所を経営する医師が自分

の敷地内に建てた共同住宅である。広い敷地が確保しにくい市街化区域で、立体的に

空間を生かしてコミュニティが促進されるようにデザインされていることが特徴的で

ある。児童発達支援施設や児童養護施設を併設しているほか、共同住宅の 1階部分に

は、お洒落なカフェや美容室、コンビニエンスストアをテナントして入れることであ

まり動くことのできない入居者でも利用しやすくして生活の質を高めるための工夫が

なされている。さらに、前述の診療所が隣接していることで、住民や利用者が 24時間

                                                
28  詳細は(参考資料 8)を参照のこと。 



26 

 

365日医師に見守られている感覚をもつことができる住まいとなっている。 

一般的に、施設に入れば一方的に支援される側となり、管理的な暮らしになりがち

である。しかし、ナガヤタワーは、豊富な共用空間を生かし、多様な世代、多様な背

景を持つ人たちがお互いの能力を持ち寄り、足りないところを補完し合って暮らすこ

とが可能になっている。 

住宅内で共用空間が多いことは、運営側や利用者に対して不利に働く場合もある。 

行政の制度が縦割りであることが多いため、障害者用や子ども用等、空間に明確な区

切りがなければ各補助金の額を確定できず、共用空間に対してそれぞれの補助金が得

られにくくなるからである。補助金を得られなかった費用分については、結局、運営

側または利用者の負担となる。しかし、このナガヤタワーは、その整備の際、制度横

断的な特色を持つ補助金である国土交通省の「高齢者等居住安定化推進事業」29に採

択され、共同住宅の整備費と児童デイサービスの整備費の 10分の１は補助金を得るこ

とができたため、その後の利用者の家賃の負担軽減につながっている30。 

 

 

             出所：草津未来研究所撮影 2013.7.1 

図 3-4 NAGAYA TOWER（鹿児島市） 

 

  

                                                
29 現在は「高齢者・障害者・子育て世帯等居住安定化推進事業」と名称を変えているが、高齢者、障害者及び

子育て世帯が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を推進すると

ともに、地域の活性化等を図ることを目的とした補助金制度である。 
30 落合（2013: 45） 
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第 4章 医療福祉の連携を生み出す仕組み 

 

１ 地域での生活を支える人材の役割 

  第 1章および第 2章から、都市部と農村部で「自助」と「互助」に違いがあること

や、地域間の認知症有病者数や高齢化率に幅があること等、草津市の中でも地域ごと

に特徴があることが分かった。また、第 3章で、誰もが支援者となる取り組みの先行

事例を通じて、顔の見える関係づくりの重要性やその仕組み等について考察した。こ

れらのことから、2025年まで見据えた場合、草津市でも、地域ごとに健康を保つ取り

組みが必要であること、また、「自助」や「互助」の弱い地域では今の段階からそれ

らの力を高めるように着手していく必要があること等が導き出される。これらについ

ては、詳細を２と３で後述する。 

その他、団塊の世代がすべて 75歳以上になる 2025年を見越し、中長期的な視点で

見た場合に、地域で生活を支える人たちがどのような役割を主に担うことになるのか

ということを整理したものが表 4-1である。 

表 4-1 2025年における各人材の役割のイメージ 

 

出所：地域包括ケア研究会（2010）を基に作成 

現在の主な役割 2025年の主な役割
・定期的な訪問診療 ・在宅医療開始時の指導
･急変時対応 ・急変時の対応・指示
・看取り ･看取り

・病状観察
・夜間を含む急変時の対応

・看取り

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

・リハビリテーション実施

・リハビリテーションのアセスメント・計
画作成
・要介護度が高い等、困難ケースを中
心にリハビリテーション実施

介護福祉士
・身体介護
・家事援助

・身体介護
・身体介護と一体的に行う家事援助
・認知症を有する基礎的な医療的ケア
の実施（服薬管理、経管栄養、吸引
等）
・日常生活における生活機能の維持・
向上のための支援（機能訓練等）
・他の介護職員に対する、認知症ケア
のスーパーバイズ・助言

介護福祉士以外
・身体介護
・家事援助

・身体介護
・身体介護と一体的に行う家事援助
・認知症を有する高齢者等の生活障害
に対する支援

・見守り
・安否確認
・相談
・地域サロン
・介護予防
・家事援助
・配食
・日々の移動の手伝い
・レクリエーション

医療福祉関連の民間事業者・NPO等

・安否確認
・相談
・地域サロン
・介護予防
・配食
・日々の移動の手伝い
・レクリエーション

医
療
職

人材

看護職員

医師

・診療の補助（医行為）
・療養上の世話

介
護
職
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２ 地域包括相互生活支援という考え方 

地域包括ケアの考え方については、制度普及の過程等により、今では高齢者を対象

とした仕組みと解されることが多いが、当初の理念は全世代を対象としたものであっ

た31。しかし、第 3章で見たあいとうふくしモールの事例等から、相互支援と全世代

参加を特徴とした「地域包括相互生活支援」という考え方に変えていくことは可能で

ある。 

これまでは高齢者は支援の受け手として捉えられ、一方的に支援を受ける側として

意識されることが多かった。しかし、図 4-1のとおり、今後は支援の受け手であった

高齢者も時と場合によって支援者となり、現存能力を生かし、また、その存在を肯定

的に意識してもらうことで相手の支え手となっていく必要がある。地域の中で自助の

みで生活ができない人は高齢者に限らない。今後、障害者、子ども等にもその対象を

広げ、さまざまな人々が相互に関わりをもち、地域で見守っていく全世代参加型、全 

方向連携型の地域包括相互生活支援の仕組みづくりが急がれる32。 

 

図 4-1 地域包括相互生活支援のイメージ 

 

なお、地域で相互に支援を行う際には、経済的に困窮している人を始めとする生活

困窮者等、マイノリティへの視点も忘れてはならない。金銭的な負担ができる人だけ

を対象とする医療福祉サービスや生活支援サービスだけでは不十分である。参考まで

に、全国と同様に草津市でも貧困層には高齢者が多い。市内の生活保護の受給者数を

                                                
31 草津市の医療福祉のあり方研究会（2013年 8月 20日）で報告された制度の設立過程より。 
32 同様のことを大矢野（2013:  53）は、東日本大震災を機に広がった「受援力」という言葉に着目し、「「困

ったときはお互いさま」の精神に基づく、相互支援の組織化」、「相互補完による受援」と表現している。 

出所：草津未来研究所作成 
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みても、2012年度末現在で 906人（保護率 6.73‰）のうち 293人（32.3％）が高齢者

であって、最も割合が高く、年々増加の傾向が続いている。 

 

 ３ 2025年に向けての方向性 

    これまで見てきたように、限られた資源の中で、多くの高齢者を支えていくために

は、医療福祉の考え方が欠かせない。医療福祉の考え方を地域に浸透させていくため

には、当事者と専門職との関係から支援の受け手の回復を捉えたこれまでの「ケア論

中心の地域福祉政策」を超える「まちづくりの総合的な視点を含む政策」が欠かせな

い。高齢者、障害者、子ども等の対象者の区分けや、農業政策、エネルギー政策等の

担当領域の区分けは、医療福祉政策の調査・分析の際には必要であったとしても、執

行・実施段階で固執してしまえば、かえってミスリードしてしまう可能性がある。 

    今から取り組むことは数多くあるが、主体軸と時間軸で方向性を整理すると、次の

4点が考えられる。①共通のプラットフォームづくり、②在宅生活を支える医療職と

介護職の人材確保・育成、③顔の見える関係と支え合いの地域づくり、④当事者の希

望と現実のギャップを縮めるための意識改革、がそれである。 

    上記の 4点ともすべて今すぐにでも取り組む必要があるが、最終的な完成形はなく、

いつまでも最善のかたちを追求し続けるという共通点がある。実施の主体は誰であっ

てもよいのであるが、市民が主体になりやすいもの、自治体が主体になりやすいもの

に大きく分けることができる。また、基礎的な仕組みを数ヶ月から 1年程度でつくる

短期戦略と、地域でのステークホルダーが集い共通理解を築き上げながら、基礎的な

仕組みを 1年以上かけてつくる中長期戦略にも大きく分けることができ、図 4-2のよ

うに最終的に 4つに分類することができる。 
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図 4-2 2025年に向けて取り組むことのポジショニングイメージ 

   

①共通のプラットフォームづくり 

   第 1章で見たように、草津市では、迫り来る超高齢社会に対する危機意識が市全体で

十分に共有できているとは言い難いが、75歳以上の高齢者の絶対数の増加と老人福祉施

設等の定員から見てみると、草津市でも全国と同等またはそれ以上のスピードをもって

2025年に向けて準備を始めていく必要があることは明白である。そのため、市等が共通

のプラットフォームを設け、多種多様な人たちと危機感を共有し、同じ課題意識がもて

るように働きかけていく必要がある。そこでは、各領域でキーとなる人物が集い、地道

に課題意識を共有し、徐々に広く顔の見える関係づくりが行われる。 

専門職においては、医療と介護の連携や在宅看取り等、草津市の医療福祉のあり方に

ついて、日ごろから関係者間で議論ができる拠点を設けることが考えられる。具体的に

は、長期の入院患者を減らし、できるだけ長く住み慣れた地域で安心して暮らすことが

できるよう、積極的に後押しできる組織や場所が必要である33。 

また、地域においては、市民センターや集会所等を利用してさまざまな人を対象とし

た対話の場と機会を設けることが考えられる。具体的な取り組みの一例としては、市が

地域のキーパーソンを中心に参加を呼びかけ、草津未来研究所がまとめた草津市の医療

福祉のあり方に関する調査研究報告書をたたき台としながら、地域ごとにワークショッ

                                                
33 イメージとしては、湖東地域の保健医療拠点である複合施設「くすのきセンター」（彦根市八坂町、2014

年 1月に新設）のような機能をもつ拠点。 

③
「顔の見える関係と

       支え合いの地域づくり」

           ④
 「当事者の希望と現実のギャップ
   を縮めるための意識改革」

①
「共通のプラットホームづくり」

②
「在宅生活を支える医療職と

介護職の人材確保・育成」

（時間軸）

市民

自治体

中長期短期

（主体軸） 出所：草津未来研究所作成 
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プを行い、広く他分野にわたる人々の連携が可能になるよう、共通理解を求めていくと

いう地道な取り組みが必要である。 

そして、機が熟せば、市の政策としてさらに総合的に捉え、総務省の「地域経済循

環事業交付金」34を用いて、医療福祉を中心テーマとした地域ラウンドテーブルを設

置し、経済循環事業の立ち上げの関係者（自治体、地域金融機関、起業家（事業者）、

大学、アドバイザー等）の日常的なつながりをつくりながら、自立的な地域活性化を

進めていく戦略を立てること等が例として考えられる。 

 

②在宅生活を支える医療職と介護職の人材確保・育成 

  第 2章で見たように、地域包括ケアシステムの重要な役割を担う現場である、草津

市の訪問看護・介護の事業所への調査からも、すでに職員の絶対数の不足を感じてい

ることが分かっている。具体的には、訪問診療、訪問看護、訪問歯科診療、訪問薬剤

管理指導、訪問リハビリテーションについての人材が足りていない。 

  また、高齢者の在宅生活を可能にするためには、住宅改修等が必要な場合があり、

介護認定を得られない高齢者の住宅をどうするか等、従来の福祉政策のみの対応では

限界が生じ始めているという現実もあった。 

そのため、この部分においては、新たな人材の確保やすでにいる人材の継続就労に

向け、行政が総合的な政策で後押しするかたちで早急な対応が必要である。特に、地

域で育てた人材が他府県に流出するような事態を最小限に抑えるためには、できるだ

け広い地域での総合的な政策が必要となる。具体的には、義務教育時から医療福祉の

大切さを伝えていく教育分野、専門職のモチベーションの向上やスキルアップにつな

がる研修や交流会の開催等のまちづくり分野、公共機能をもった施設や事業者を誘導

する都市開発分野等が考えられる。医療福祉にかかる問題は全国的なものであるため、

どの分野においても１つの市の領域だけで収まるような話ではないが、その政策の起

点が草津市であることは十分にあり得る。 

 

 

                                                
34 地域における経済循環を創造し、新たに持続可能な事業を起すモデルの構築を行うにあたり支援するもの。

産業界、大学界、地域金融機関との連携により、各市町村等が将来に富を生み出す仕組みづくりにつなげるこ

とを目的としている。詳細は総務省(2013)を参照のこと。 
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③顔の見える関係と支え合いの地域づくり 

第 2章と第 3章で見たように、今後、地域の中で多様な人を巻き込んでインフォー

マルな互助の仕組みを構築し、広げることは非常に重要なテーマとなる。 

その際には、地域において一人でも多くの支え手が必要になるため、支援の受け手

も自らが可能な範囲内で、誰かの支援をすることができるような環境を用意するとい

う視点が必要になる。高齢者の生活の質を高めていくため、すべての人に役割と出番

があることを前提に、地域での支え合いの仕組みをつくっていくことが急がれる。こ

のすべての人には若者も含まれ、全世代参加型、全方向連携型のまちづくりが求めら

れる。 

第 3章の先進事例で見た、NPO法人宅老所心やあいとうふくしモールは、多様なス

テークホルダーが、さまざまな地域の人々に直接出会って声を掛け合い、支援をする

側と支援を受ける側の顔の見えるつながりをつくり出していた。ここで重要なポイン

トは、支援をする側、支援を受ける側がそれぞれ常に一方的に支援をする立場、支援

を受ける立場に留まるわけではないということである。希望すれば誰もが住み慣れた

地域で住み続けることができるよう、草津市でも先の地域包括相互生活支援の考え方

を取り入れ、誰もが 24時間 365日、お互いに見守り見守られている感覚をもって住め

るよう、総合的な視点でまちづくりを進めていく必要がある。具体的には、住まいの

あり方やコミュニティのあり方を根本から問い直し、誰もが安心して地域で暮らして

いけるケア付きコミュニティをつくることが考えられる。その過程では、できるだけ

多くの人の関わりの中で、マイノリティに対する配慮も忘れることなく、顔の見える

関係と支え合いの地域づくりの視点が欠かせない。  

 

④当事者の希望と現実のギャップを縮めるための意識改革 

  これまで見てきたように、約 8割の人が病院で最期を迎えるという現実に対し、病

院で最期を迎えたいと考えている人は約 2割しかいない。また、人生の最期を迎えた

い場所として最も希望が多いのが自宅で、約 5割の人がそう考えているにもかかわら

ず、それが実現可能だと考えている人は 1割にも満たない。 

  また、草津市においても、終末期にある高齢者が延命措置を希望せず、自宅での最

期を希望しているにもかかわらず、事が起こった際には、親族が救急車を呼んで病院

に搬送し、当の病院では本人の意思を尊重して延命処置を施せない事案も実際に発生
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している35。 

そこで、このような当事者の希望と現実のギャップを解消するために、当事者にと

っての幸せとは何かということに一旦立ち返り、多様なライフスタイルの選択肢の中

から、自らの希望に沿う選択ができる環境をつくる発想が必要になる。 

そのためには、終末期は病院で迎えることが当たり前であるとする発想から変えて

いく必要がある。しかしながら、これは本人だけでなく親族やその周りの人の十分な

理解も必要であることから、現実的には、早々に成し遂げることは難しい。 

  そこで、まず始めの一歩として、終末期に自分はどのようにありたいかを普段から

周りに伝えておくことや、エンディングノート36として誰にでも分かるかたちで意思

表示しておくことで徐々に周囲の意識を変えていくことから始める等の具体的な取

り組みが考えられる。 

  また、健康寿命を延ばすための取り組みを具体的なアクションプランに落とし込み、

リーディングプロジェクトとして「適切な質と量の食事を取っている人」や「運動習

慣者」の増加を目指す等37、前向きな目標を設定し、目標年度を定めて「くさつチャ

レンジ 2025（仮称）」等として健康に対する特別な意識を市全体で共有していくこと

等が具体的な取り組みの例として考えられる。 

 

  

                                                
35 2013年10月17日に草津市立まちづくりセンターで開催された在宅医療フォーラムで上映された湖南広域消

防局職員へのインタビューより。 
36 人生の最期のステージを、自分らしく迎えるために自分自身の人生を振返り、自身の思いや希望、残された

人生で何をしたいのか等をまとめ綴るためのもの。 
37 滋賀県は、1986年から 5年ごとに「滋賀の健康・栄養マップ」調査を実施しており、この調査を通して例示

した項目の数値が把握できる。なお、例示した項目については、草津市の「健康くさつ 21（第 2次）」の数値

目標（草津市（2014a: 56-61））としても位置づけられている。 
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おわりに 

 

 草津市では、2014年度から、草津市高齢者福祉計画・草津市介護保険事業計画「草津あ

んしんいきいきプラン」の第 6期計画（2015年度～2017年度）の策定に向けて、具体的な

動きが始まる予定である。すでに国の指針で、各自治体において計画を策定する場合は、

長期的な見通しをもって、2025年まで見据えていく必要性について言及されており、草津

市においても、2025年度まで見据えて第 6期計画を策定する予定である。 

 また、当計画を含む市の保健・福祉の各種計画を横断的に捉えた草津市地域福祉計画の

第 3期計画（2016年度～2020年度）でも策定時には同様の長期的な見通しが必要となる。 

 さらに、医療福祉については、現行の草津市総合計画の第 2期基本計画（2013年度～2016

年度）の中では、「長寿・生きがい」、「障害福祉」、「地域福祉」、「健康・保険」の

分野で一部の内容を取り上げているものの、現時点で最重要とされる３つのリーディン

グ・プロジェクト（重点方針）には位置づけていない。次期の第 3期基本計画（2017年度

～2020年度）においては、中長期的な視点でもって、医療福祉にかかるテーマを重点分野

として位置づけることを検討する必要がある。 
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参考資料１  草津市の医療福祉のあり方研究会について 

（１） 目的   

中長期的な視点で将来の草津市を予測し、高齢者が質の高い生活を維持していく

ために、どのような医療福祉のあり方が求められているのかを考える。 

（２） 開催日程と内容 

 次頁のとおり 

（３） メンバー 

分野 氏　名 所　属　・　役　職

1 学識経験者 肥塚　浩  （座長）
立命館大学経営学部教授・医療経営センター長
（草津未来研究所　顧問）

2 医療 小山　茂樹
草津栗東医師会 理事
【医師】

3 医療 寺尾　敦史
草津保健所　所長
【医師】

4 福祉 北川　憲司 特定非営利活動法人　地域ケア政策ネットワーク　調査・研究部長

5 福祉 谷口　智恵己
医療法人社団よつば会　よつば訪問看護ステーション　所長
【看護師】

6 福祉 村田　美穂子
NPO法人　宅老所　心　理事長
【介護福祉士】

7 福祉 森本　清美
社会医療法人誠光会　居宅介護支援事業所きらら　所長
【介護支援専門員】

8 行政 米岡　良晃 草津市健康福祉部　理事（健康増進担当）

9 行政 明石　芳夫 草津市健康福祉部　副部長（高齢者担当）

10 行政 小川　薫子
草津市健康福祉部　副部長（地域包括支援センター担当）
兼　地域包括支援センター所長

11 行政 岡本　寿幸 草津市健康福祉部　長寿福祉課　課長

12 行政 中出　高明 草津市健康福祉部　介護保険課　課長

13 行政 西　典子 草津市健康福祉部　健康増進課　課長

事務局

1 田邊　好彦
草津市総合政策部　草津未来研究所　副所長
（総合政策部　副部長）

2 林沼　敏弘
草津市総合政策部　草津未来研究所　主任研究員
（総合政策部　副部長）

3 中村　真 草津市総合政策部　草津未来研究所　専門員

4 坂居　雅史 草津市総合政策部　草津未来研究所　主査
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（４）草津市の医療福祉のあり方に関する研究会 開催実績 

 

  

 

 

 

第 1 回 6 月 19 日（水）15 時から 17 時 （2 階特大会議室エレベーター側） 

 話題提供者：立命館大学経営学部教授 肥塚浩様 

 テーマ：医療・介護政策と介護サービス 

 

第 2 回 7 月 20 日（木）15 時 30 分から 17 時 30 分 （8 階大会議室） 

 話題提供者：草津栗東医師会 小山茂樹様（社会医療法人誠光会草津総合病院）【医師】 

 

第 3 回 8 月 20 日（火）15 時から 17 時 30 分 （2 階特大会議室エレベーター側） 

 話題提供者：NPO 法人 地域ケア政策ネットワーク 調査・研究部長 北川憲司様 

       NPO 法人 宅老所 心 理事長 村田美穂子様【介護福祉士】 

 

第 4 回 9 月 12 日（木）15 時 30 分から 17 時 30 分 （2 階特大会議室エレベーター側） 

 話題提供者：国際医療福祉大学大学院教授 高橋紘士様 

 

第 5 回 10 月 10 日（木）15 時から 17 時 30 分 （8 階大会議室） 

 話題提供者：社会医療法人 誠光会 居宅介護支援事業所きらら 所長 森本清美様【介護支援専門員】 

医療法人社団 よつば会 よつば訪問看護ステーション 谷口智恵己様【看護師】 

 

第 6 回 11 月 28 日（木）15 時 30 分から 17 時 30 分 （8 階大会議室） 

 話題提供者：医療法人敬英会理事長（立命館大学医療経営研究センター客員研究員） 

光山誠様【特養施設・老健施設関係者】 

 

第 7 回 12 月 19 日（木）15 時 30 分から 17 時 30 分 （8 階大会議室） 

 研究会のまとめ、調査研究報告書案の確認 

開催目的：中長期的な視点で将来の草津市を予測し、高齢者の質が高い生活を維持していくために 

どのような医療福祉のあり方が求められているか明らかにする。 

開催方法：各回、一人につき話題提供 40 分（外部から招く場合は 60 分）＋意見交換 

    開催時間は、話題提供者が一人の場合は 2 時間、二人の場合は 2 時間 30 分 

その他：メンバー外の関係者についてもオブザーバーとして出席を認める（参加実績のべ 41 名） 
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参考資料２ 「滋賀の医療福祉に関する県民意識調査報告書」一部抜粋 

 

 

 

出所：滋賀県(2012） 
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参考資料３  滋賀県内の自治体の生産年齢人口と高齢者人口の増減率 

 

 

滋賀県内の自治体の生産年齢人口と高齢者人口の増減率（推計値） 

 

都市名 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
1 大津市 0.0% -3.2% -4.9% -6.2% -8.7% -12.8% -19.1% 0.0% 22.4% 34.3% 40.9% 47.4% 54.1% 64.2%
2 彦根市 0.0% -3.5% -5.9% -7.9% -10.5% -14.5% -20.8% 0.0% 15.1% 24.0% 28.7% 32.8% 37.0% 45.4%
3 長浜市 0.0% -4.6% -7.8% -10.7% -13.9% -18.4% -24.8% 0.0% 10.1% 14.8% 15.7% 15.8% 16.4% 20.5%
4 近江八幡市 0.0% -5.6% -9.2% -10.7% -12.7% -16.0% -21.2% 0.0% 16.7% 25.7% 27.0% 26.5% 26.7% 30.4%
5 草津市 0.0% -0.1% 0.7% 2.8% 3.6% 1.6% -3.3% 0.0% 26.6% 42.1% 48.7% 56.8% 69.3% 88.1%
6 守山市 0.0% -0.7% 0.4% 2.9% 4.2% 3.0% -1.7% 0.0% 25.7% 40.6% 48.3% 56.4% 67.2% 86.7%
7 栗東市 0.0% -0.3% 2.0% 5.4% 7.2% 5.5% 0.1% 0.0% 26.4% 40.4% 46.3% 55.8% 73.3% 101.9%
8 甲賀市 0.0% -6.0% -10.3% -14.4% -18.6% -23.0% -29.4% 0.0% 13.2% 20.5% 23.7% 24.9% 23.5% 26.1%
9 野洲市 0.0% -6.1% -9.0% -10.3% -12.3% -16.1% -22.7% 0.0% 21.0% 30.9% 32.5% 33.2% 35.2% 43.4%

10 湖南市 0.0% -7.1% -12.2% -16.7% -21.0% -26.2% -33.1% 0.0% 29.0% 48.3% 58.4% 63.2% 65.5% 70.7%
11 高島市 0.0% -7.8% -14.7% -20.5% -26.1% -31.5% -37.7% 0.0% 9.8% 14.6% 15.0% 13.5% 10.0% 7.3%
12 東近江市 0.0% -5.9% -10.3% -13.7% -17.4% -22.1% -28.3% 0.0% 14.2% 23.1% 26.5% 28.4% 29.7% 33.2%
13 米原市 0.0% -5.0% -9.2% -13.8% -18.7% -24.0% -29.9% 0.0% 6.9% 10.2% 11.2% 11.6% 11.4% 11.4%
14 日野町 0.0% -5.1% -9.0% -12.0% -15.1% -18.3% -23.4% 0.0% 10.7% 16.3% 18.2% 18.3% 16.6% 17.6%
15 竜王町 0.0% -10.3% -17.7% -22.9% -28.1% -32.6% -38.3% 0.0% 18.6% 31.7% 37.5% 40.2% 36.4% 34.3%
16 愛荘町 0.0% -2.7% -3.3% -2.8% -2.7% -4.7% -8.8% 0.0% 11.9% 18.2% 20.4% 22.1% 26.6% 35.9%
17 豊郷町 0.0% -7.0% -10.5% -12.4% -13.4% -16.2% -21.6% 0.0% 15.7% 23.9% 27.5% 26.5% 27.1% 31.9%
18 甲良町 0.0% -11.5% -19.3% -27.0% -33.5% -39.8% -47.6% 0.0% 7.4% 10.5% 8.4% 3.2% -3.3% -6.1%
19 多賀町 0.0% -10.7% -18.7% -24.6% -29.5% -35.5% -42.3% 0.0% 7.2% 10.0% 7.3% 1.8% -2.4% -5.8%
20 滋賀県 0.0% -4.0% -6.3% -7.9% -10.1% -13.9% -19.8% 0.0% 17.8% 27.6% 31.8% 35.3% 39.1% 47.0%

生産年齢人口　増減率（15-64歳） 高齢者人口　増減率（65歳以上）

出所：国立社会保障・人口問題研究所（2013a）を基に作成 
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参考資料４ 全国の平均寿命と健康寿命の差ランキング（都道府県別・男女別・差の昇順） 

 

※両寿命とも国勢調査がベースとなっているため、最新のデータである 2010 年時点のもので比較した。 

出所：厚生労働省科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」 

と厚生労働省ホームページを基に作成 

平均寿命 健康寿命 差 平均寿命 健康寿命 差
1 秋田 78.22 70.46 7.76 1 群馬 85.91 75.27 10.64
2 茨城 79.09 71.32 7.77 2 栃木 85.66 74.86 10.80
3 愛知 79.71 71.74 7.97 3 静岡 86.22 75.32 10.90
4 鹿児島 79.21 71.14 8.07 4 茨城 85.83 74.62 11.21
5 千葉 79.88 71.62 8.26 5 愛知 86.22 74.93 11.29
6 静岡 79.95 71.68 8.27 6 鹿児島 86.28 74.51 11.77
7 栃木 79.06 70.73 8.33 7 秋田 85.93 73.99 11.94
8 青森 77.28 68.95 8.33 8 福島 86.05 74.09 11.96
9 群馬 79.40 71.07 8.33 9 宮崎 86.61 74.62 11.99

10 山梨 79.54 71.20 8.34 10 青森 85.34 73.34 12.00
11 山口 79.03 70.47 8.56 11 岐阜 86.26 74.15 12.11
12 沖縄 79.40 70.81 8.59 12 沖縄 87.02 74.86 12.16
13 石川 79.71 71.10 8.61 13 山梨 86.65 74.47 12.18
14 宮崎 79.70 71.06 8.64 14 石川 86.75 74.54 12.21
15 和歌山 79.07 70.41 8.66 15 神奈川 86.63 74.36 12.27
16 福島 78.84 69.97 8.87 16 和歌山 85.69 73.41 12.28
17 佐賀 79.28 70.34 8.94 17 山口 86.07 73.71 12.36
18 三重 79.68 70.73 8.95 18 富山 86.75 74.36 12.39
19 埼玉 79.62 70.67 8.95 19 島根 87.07 74.64 12.43
20 鳥取 79.01 70.04 8.97 20 福井 86.94 74.49 12.45
21 岐阜 79.92 70.89 9.03 21 宮城 86.39 73.78 12.61
22 島根 79.51 70.45 9.06 22 岩手 85.86 73.25 12.61
23 富山 79.71 70.63 9.08 23 三重 86.25 73.63 12.62
24 岩手 78.53 69.43 9.10 24 愛媛 86.54 73.89 12.65
25 北海道 79.17 70.03 9.14 25 千葉 86.20 73.53 12.67
26 山形 79.97 70.78 9.19 26 埼玉 85.88 73.07 12.81
27 宮城 79.65 70.40 9.25 27 鳥取 86.08 73.24 12.84
28 神奈川 80.25 70.90 9.35 28 佐賀 86.58 73.64 12.94
29 福井 80.47 71.11 9.36 29 兵庫 86.14 73.09 13.05
30 愛媛 79.13 69.63 9.50 30 山形 86.97 73.87 13.10
31 徳島 79.44 69.90 9.54 31 北海道 86.30 73.19 13.11
32 新潟 79.47 69.91 9.56 32 熊本 86.98 73.84 13.14
33 大阪 78.99 69.39 9.60 33 京都 86.65 73.50 13.15
34 福岡 79.30 69.67 9.63 34 長野 87.18 74.00 13.18
35 兵庫 79.59 69.95 9.64 35 新潟 86.96 73.77 13.19
36 広島 79.91 70.22 9.69 36 長崎 86.30 73.05 13.25
37 長野 80.88 71.17 9.71 37 高知 86.47 73.11 13.36
38 熊本 80.29 70.58 9.71 38 大阪 85.93 72.55 13.38
39 長崎 78.88 69.14 9.74 39 岡山 86.93 73.48 13.45
40 奈良 80.14 70.38 9.76 40 徳島 86.21 72.73 13.48
41 高知 78.91 69.12 9.79 41 東京 86.39 72.88 13.51
42 京都 80.21 70.40 9.81 42 香川 86.34 72.76 13.58
43 東京 79.82 69.99 9.83 43 奈良 86.60 72.93 13.67
44 香川 79.73 69.86 9.87 44 大分 86.91 73.19 13.72
45 滋賀 80.58 70.67 9.91 45 福岡 86.48 72.72 13.76
46 岡山 79.77 69.66 10.11 46 滋賀 86.69 72.37 14.32
47 大分 80.06 69.85 10.21 47 広島 86.94 72.49 14.45

全国 79.59 70.42 9.17 全国 86.35 73.62 12.73

女性
順位 都道府県

男性
順位 都道府県
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参考資料５  医師の偏在と滋賀県内の医師数 

 今、大都市の一部地域を除き、全国各地で医者が不足する事態が相次いでいる。その主な要

因となっているのが、2007年まで 20年以上続いた大学医学部の定員削減と 2004年から始まっ

た新医師臨床研修制度である。前者により医師の絶対数が少なくなったのに加え、後者により

研修医が 2年間の研修先を選択できるようになると、それまで研修医を多く抱えて僻地の医療

機関等へ医師の派遣を行ってきた各大学医局でも人材が不足し、派遣先の医療機関から医師の

引き上げを行うようになった。また、複数の診療科を経験した研修医が研修期間中に厳しいと

感じた診療科を専門分野として選択しなくなったことが現在の診療科の医師の偏在にもつな

がっている。 

 わが国の対 10万人の医師数を見てみると、OECD諸国の平均が 324人であるのに対し、224.5

人で 34カ国中 29位となっており、これが医師の数が少ないことを示す一つの根拠となってい

る。また、滋賀県内の対 10万人の医師数は 206.8人であり、うち湖南圏域の 4市（野洲市、

守山市、栗東市、草津市）では 212.3人、草津市は 200.0人となっていることから、県内平均

を上回るものの、やはり身近なところでも医師が不足している様子が伺える。 

 

 

二次医療圏で見る滋賀県内の医師数 

　　（例）

①湖西圏域

②70(129.1)

③66(121.8)

①圏域名

②医師数(人口10万人対)

③従事医師数(人口10万人対)

①湖北圏域

②306(186.4)

③296(180.3)

①東近江圏域

②333(144.0)

③323(139.7)

①甲賀圏域

②182(125.1)

③173(118.9)

①湖南圏域

②643(212.3)

③611(201.7)

①大津圏域

②1,128(343.7)

③1,055(321.5)

①湖東圏域

②238(156.9)

③224(147.7)

①滋賀県全体

②2,900(206.8)

③2,748(196.0)

出所：厚生労働省「平成 21年地域保健医療基礎統計」を基に作成 
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参考資料６  市内法人・事業所・まちづくり協議会へのインタビュー調査 

 

【調査の概要】 

  調査期間：2013年 9月～12月 

  調査方法：インタビュー調査（半構造化インタビュー） 

       あらかじめ調査票を送付し、訪問時に各項目について聞き取りを行った。 

  調査先：草津市内の介護・医療に関する法人・事業所 6箇所 

      草津市内のまちづくり協議会 4箇所 

  調査員：草津未来研究所職員 2名 

  調査票：別添のとおり 

 

【調査の結果】 

  １．法人・事業所編 

     調査先：特別養護老人ホーム A、老人保健施設 B、居宅介護支援事業所 C・D、 

小規模多機能型居宅介護事業所 E、医療福祉法人 F 

     調査結果：別添のとおり 

     

  ２．まちづくり協議会編 

     調査先：まちづくり協議会 A･･･介護予防の先行地域 

         まちづくり協議会 B･･･地域福祉の先行地域 

         まちづくり協議会 C･･･地域協働の先行地域 

         まちづくり協議会 D･･･まちづくり協議会の先行地域 

     調査結果：別添のとおり 
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医療福祉のあり方に関するインタビュー調査票（法人・事業所編）  

２０１３年９月 

草津市総合政策部草津未来研究所 

【趣旨】 

草津市内の医療・介護・保健・福祉サービスの提供における現状と課題等を調査することで、医療福祉政策

をより地域の特性にあったものとするため、市内事業者にインタビューを実施するものです。 

※ 医療福祉･･･医療・介護・保健・福祉の有機的な結びつきと連続性の確保によって地域で生活を支える

考え方のこと。 

１．経営理念について 

 貴法人・貴事業所では、どのような理念をもって高齢者に向き合っていますか。 

２．高齢者の生活状況について 

 ①今後、高齢者が増加し、入所希望者がすべて施設に入所できない状況が予測されますが、草津市の高齢者 

の生活の状況について、今後どのように変化していくと思われますか。 

②上記の変化に対応して、貴法人・貴事業所として高齢者からどのようなことを期待されていると思われま 

すか。 

３．地域包括ケアシステムについて 

①草津市の「地域包括ケアシステム」の整備にあたり、次のうち欠けているもの、強化すべきものは何だと

思われますか。（次の項目から重視するものから３つまで順位を付けてお答えください。） 

  

 

 １．医療・看護             ４．生活支援・福祉サービス 

 ２．介護・リハビリテーション      ５．すまいとすまい方 

 ３．保健・予防             ６．その他（        ）    

②上記（３－①）を選択した理由は何ですか。  

４．関係者への期待 

 ①高齢者の増加に対し今後各主体の連携が必要になると思われますが、医療・介護・保 

健・福祉の連携に関し、他者（事業者・草津市等）に期待することは何ですか。 

②医療・介護・保健・福祉の連携に関し、貴法人・貴事業所では何ができると思われますか。 

５．自由意見 

草津市の医療・介護・保健・福祉の連携に関し、ご意見があれば教えてください。 

1位  2位  3位  
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医療福祉のあり方に関するインタビュー調査票（まちづくり協議会編）  

 

２０１３年９月 

草津市総合政策部草津未来研究所 

 

【趣旨】 

草津市内の医療・介護・保健・福祉サービスの提供における現状・課題等を調査することで、医療福祉政策

をより地域の特性にあったものとするため、市内のまちづくり協議会にインタビューを実施するものです。 

※ 医療福祉･･･医療・介護・保健・福祉の有機的な結びつきと連続性の確保によって地域で生活を支え

る考え方のこと。 

 

１．課題認識について 

 貴協議会では、貴地域の高齢者に対し、今後取り組まなければならない課題がありますか。 

 

２．運営方針と組織について 

 貴協議会では、上記の課題に対し、対応する運営方針や組織はありますか。 

 

３．資源ニーズについて 

 現在、貴地域の高齢者に対し、どのような資源が不足していますか。 

  

４．専門機関との連携について 

貴協議会から見て、医療・介護・保健・福祉の専門機関とどのような連携が必要と思われますか。 

 

５．自由意見 

草津市の医療・介護・保健・福祉の連携に関し、ご意見があればお答えください。 
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小規模多機能型居宅介護事業所A 特別養護老人ホームB 介護老人保健施設C 居宅介護支援事業所D 居宅介護支援事業所E 医療法人兼社会福祉法人F

経
営
理
念
に
つ
い
て

1

・なじみの地域で、ほっとできる場所を提
供
・地域の中で、最後までその人らしく暮ら
すことができるように支援
・その人の思いや行動にさりげなく気づ
き、専門的な知識や技術で支援

・高齢者の自主性と尊厳を守り、介護され
る人も、介護する人も、お互いに「優雅なこ
ころ」で接し合うこと。

・高齢者の主体性と自立性を尊重し、残存
機能を使って生きがいのある生活ができ
るように支援
・専門の４職種（医師、看護師、介護支援
専門員、社会福祉士）での総合的な対応
・地域とのつながりを大切にしてきめ細か
な対応

・お客様の立場になって考え、会社に属し
ながら高齢者を自立へ導く。

・法人の理念である「誠心誠意の介護」
「一隅を照らす光の如く、人々に幸せをも
たらす介護」を基本にし、高齢者の「尊厳
の保持」に基づく「自立支援」を柱とし、利
用者の背景や環境に応じ、心身の状況が
改善できるよう、その有する能力に応じた
生活の継続や改善を図り、包括的・継続
的なケアマネジメントの中で、利用者の選
択に資する明確なサービスの情報提供に
より、適切な地域支援や保健・医療・介
護・福祉サービスが提供されるよう支援を
行なうものとする。

・一人でも多くの困っている人を助ける。そ
のために何ができるか考え、それをやりこ
なせる職員をつくる。

2-1

・要支援から要介護の狭間に該当する人
が多くなる。
・現在、サービス付き高齢者専用住宅は
市内でも増加傾向にあるが、入居に月１２
～１３万円程度必要であり、低所得の高
齢者の住む場所が足りなくなる。
・施設の入所基準が厳しくなり、要介護４
以上の人しか新設の施設に入れず、それ
以外の人の行き場がなくなる。

・入所施設だけを増やしても解決につなが
らない。介護専門職の人材不足は深刻で
あり、介護関係の職員になりたいと思える
ような環境づくりが必要である。
・民生委員や近隣住民からの通報が増え
たこともあり、高齢者への虐待の相談が
増えている。虐待には多大な確認作業が
必要であり、仕事量が増える原因となる。
現状では職員の力量にかかっている場合
が多く、システム化しないと無駄が多く、
職員が疲れきってしまう。
・高齢者が在宅で介護を受けることを主流
にしていく必要がある。

・独居世帯が増え、介護が必要な人に必
要なサービスを受けることができなくなる。
・老老介護が増えてくる。
・今までは地域のつながりがあって、地域
の目を気にしながら在宅で頑張ることがで
きた高齢者も、今後は地域のつながりが
薄れてそれができなくなる。

・今は介護サービスが選べる時代で充実
しているが、今後は人的・経済的資源の
限界から介護サービスを選べるほど使え
ないようになり不便になる。
 ・ボランティアの活用や介護予防が今より
もっと注目される。

・マンションや団地の大型開発時に入居し
た世代の人たちが同時期に高齢者とな
り、互助と共助の限界が訪れる。
・介護付きマンションに移り住んでいく。
・同一グループによる高齢者の囲い込み
が起こり、高齢者の実態が見えにくくな
る。
・独居の高齢者や認知症の高齢者が増え
る。
・在宅支援を受ける要件も厳しくなってく
る。
・本来急性期に対応するはずの病院でも
慢性疾患の高齢者の面倒を見ざるを得な
くなってくる。
・経済的に困窮する人が増え、医療や介
護のサービスを受けることを躊躇する人も
増えてくる。

・高齢者の増加に今までの医療や介護で
は対応できなくなってくる。
・いきなり不幸にはならない。メンタル面か
ら徐々に喪失感を感じるようになっていく。
・将来の予測が住民にしっかりした説明が
できていれば大丈夫である。そのために
市として地域に啓発していくことが必要で
ある。
・高齢者にモノを与える発想だけではいけ
ない。成長段階からセルフメディスンの発
想を持つことが必要であり、自分のことは
自分で守っていく形をつくらなければなら
ない。
・みんなで取り組む問題という意識を多く
の人が持てれば、そんなに悲観する必要
はない。お金がないときほど智恵が出るも
のである。
・草津市という狭いエリアで考えるのでは
なく、湖南圏域で問題を考える必要があ
る。
・行政のトップが強いリーダーシップで方
向性を示せば、実務方面では民間病院の
トップが考えてきちんと対応できる。行政
が市立病院を持ったとしても絶対にうまく
いかない。

2-2

・地域の一人暮らしの高齢者を支える機
能と居場所
・地域で助け合いができるような人材の育
成
・生きがいサロンとしての場所の提供
・自分たちも活躍できる役割の提供

・施設の入所枠の拡大
・安心して受けられる介護サービス
・経済的な支援
・困ったときにすぐに力になってもらえると
ころ
　（居宅がある人の入所には契約が必要
であり、その際の診断書の提出など、現
状ではスムーズに対応できない場合もあ
る）

・介護が必要なときにすぐに使える施設
（現在は入所まで約３ヶ月待ち状態）
・入院後、できるだけ早期に退院後のコー
スを決めておくこと（病院で４ヶ月も入院す
る
と家族も楽な生活に慣れてしまい患者が
在宅に戻るのが難しくなることもある。）

・病院やお店への送迎等、地域と連携し
て高齢者の生活を支援していくこと。
・気軽に相談に来れる窓口（相談は高齢
者本人より家族のほうが多い）。

・高齢者に関する情報の集約と発信
・家族形態の多様化に合わせたサービス
の提供
・成年後見制度の活用も含め、一人暮らし
ができるようになるマネジメントの提案
・地域や行政への政策提案

・グループ全体で一人でも多くの高齢者を
支援していくこと。
・重度の要介護高齢者を受け入れること。

3-1 1-3-4 4-3-6 5-3-4 6-4-3 6-3-4 6-6-5

3-2

１について
　　在宅医が少ないため。老年医（総合
医）が少ないため。

３について
　　介護関係の事業所は多くあるが、人材
不足、金儲け企業が増えたため、質が低
下しているため。

４について
　　要介護支援に該当する軽度の高齢者
が使えるサービスが充実していないため。

４について
　　施設は民間でも対応できるはずである
が、町内会活動なども高齢者の生きがい
の場として活用していく必要がある。

３について
　　要介護の高齢者を増やさないために、
市や地域包括支援センターが頑張らなけ
ればならない。保健や予防には、お金で
は解決できない要素がある。

６について
　　つなぐ人のシステム化。市が関わる地
域包括支援センターを中心に、国や県の
資源も活用しながら、困った人たちを解決
につなげることができるしくみが必要であ
る。

５について
　　地域のコミュニティが少なくなった。もう
少し地域でかかわりをもって生きられるよ
うに生活の環境を整える必要がある。

３について
　　ある程度できているが、まだマンパ
ワーが足りない。民間のサービスが少な
い。

４について
　　利用者や支援者は、権利だけでなく義
務も果たさなくてはいけない。

６について
　　意識改革。市民一人ひとりが高齢者に
ついて考え直す機会として啓発や教育が
必要である。

４について
　　障害者の福祉移動サービス等、介護
保険制度で使えないもしくは使いにくい
サービス
がある。今後も生活支援に関する介護保
険サービスは使いにくい方向に向かいそう
なので、家のゴミ捨て等、近所でもできる
ささいなサービスの広がりを求めたい。そ
ういった取組がそれぞれの地域で旗揚げ
されるのが望ましい。

３について
　　窓口に相談に来る時点ですでに症状
が進行している高齢者が多く、もう少し早
い時点で保健指導をしていれば介護を必
要としないケースが多々ある。そういった
ことや介護保険制度、認知症のこと等を小
中学校の教育から取り入れていくことが必
要である。

６について
　　一般市民への現状の周知する必要が
ある。高齢者の現状、今後の動向、介護
保険制度等の情報を提供し、町内会単位
で、みんなでどうすればいいのかを考える
必要がある。

３について
　　生活習慣病を含んだテーマでの若い
世代や中高年に対する啓発を行う必要が
ある。
そうすれば介護の予防となり、健康寿命を
延ばすことができる。

４について
　　現状では利用できる社会資源が少な
い。情報を知れば市民が自らすべきことを
考えて実行するはずである。

６について
　　・パーソンセンターの考え方。国が描く
地域包括ケアシステムの図には「利用
者」が入っていない。真ん中に「利用者」を
もってきた図で考えるほうが頭の整理がつ
きやすい。

６について
　　・意識改革。サービス利用者のセルフ
メディスンの考え方の構築が必要である。

５について
　　・QOLを上げるための介護にも関係す
るが、生活に密着する重要な話である。
　　・サービス付き高齢者専用住宅につい
ては、近年、市内においても質の面でトラ
ブルが相次いでいる。
　　・経営が苦しい中でも訪問看護師を配
置しているので、不必要に呼ばない等、利
用者の協力は欠かせない。

4-1

・分野・業種を超えてネットワークがつな
がってほしい。
・社会福祉協議会がもっとネットワークの
要として機能してほしい。
・まちづくり協議会がもっとネットワークの
要として機能してほしい。
　　例）生きがいデイサービスでの地域通
貨（ポイント）制度等の取り組み

・２４時間定期巡回訪問。現状の訪問介
護では夜間に対応しておらず、トイレ利用
時等で不便が生じる。
・デイサービスの時間の融通性。現行で
は、水商売を行う人等の生活時間に対応
していないこともある。
・病院内の連携室が小規模の医院ともっ
と連携を取り、潤滑油として機能することを
期待
・ケアマネージャーと地域包括支援セン
ターとの連携

・地域のコミュニティを活性化して介護が
必要にならないようにすること
・介護事業者の考え方がそれぞれ異なる
ため、一定の方向性の共有が必要
・利用者が介護サービスの質を見て選べ
る環境下にないため、見える化が必要

・地域包括支援センターはまだ充実してい
ない。家族が精神障害者である場合や、
経済的に生活に困窮している場合や、権
利擁護を必要とする場合等、困難なケー
スも多く、３名の専門職では対応が厳し
い。
・他とつながるパイプが必要なため、地域
包括支援センター等で社会福祉士的な
サービスを増やす必要がある。現状では、
ケアマネージャーたちも自分たちの仕事の
範囲なのかということに迷いがある。
・中央の地域包括支援センターが市内の
地域全体を見渡して、人員が足りないとこ
ろに人員の追加配置を取るようにしてほし
い。
・在宅での生活に関し、医療面で指示を出
せるところが必要である。

・市：一人暮らしができるまちづくり。
　　　　（例えば、在宅サービスを受ける際
の駐車場スペースの確保）
・市：高齢者の残存能力を活かして自立に
つなげる支援のしくみづくり。
（例えば、民間企業に軽トラ等で地域まで
来てもらい、その場からの買い物難民へ
の配達業務）
・学校：子どもの頃からの教育の中で、福
祉や介護、社会保障制度等を教えること。
・医師：職種ごとの役割を尊重し、垣根を
なくしてチームづくりの音頭を取ること。利
用者にもっと目を向けること。
・医療・介護専門職：情報が伝わりきって
いない現状から、情報のネットワーク化と
一元化。

・各事業所が自分たちの事業所のことだ
けを考えていてはいけない。 質の高い研
修をシェアし、職員全体のレベルを上げて
いく必要がある。
・高齢者が在宅に帰っても本人が不幸に
ならないようメンタル面をフォローできる家
族。
・セルフメディスンでは、ターミナル時に一
番の仕事量があるが、そこを専門職ととも
に家族がフォローする。一緒にすることで
家族の満足度も上がる。

4-2

・現状や課題を含めて現場の情報を提供
できる。
・ネットワークの拠点として場所を提供する
ことは可能である。小規模多機能介護事
業所やグループホームのつながりはある
が、分野を越えてそれ以外でのネットワー
クの広がりを求めている。同じことを高齢
者や家族に説明するときにも、医者がいる
と説得力があるので助かる場合がある。

・介護予防に貢献
・制度の整備が整えば、緊急の受入れ先
としての貢献
・夜間１０時ぐらいまでの訪問看護、およ
びデイサービスの提供

・専門職での情報共有を前提としたうえで
の、退所指導やデイサービスを通じての利
用者一人ひとりのカンファレンス
・精神障害者や痴呆症高齢者等の困難
ケースの受入れ

・利用者の生活の背景を理解したうえでの
地域包括支援センター等との顔の見える
関係の構築。
・地域の住民向けに高齢者の初めの相談
窓口としてのアピール。
・認知症キャラバンメイトへの参加

・ケアマネージャーを通じての高齢者の交
通整理すること。
・一人ひとりの利用者をチームとして支え
ること。
・病院からの情報提供を含め、専門職間
の垣根をなくしていくこと。

・現場感覚を大事にしながらリーダーの考
え方をグループに浸透させていく。
・自己の確立、責任のあり方を明確にす
る。
・インテークのところで家族に説明する。
・グループ全体で利用者のバックアップモ
デルをつくる。
・困難ケースの高齢者を積極的に受入れ
る。

自
由
意
見

5
・虐待を受けた高齢者が緊急避難的に入
所できる施設が市内にない。

・生きがい支援は、高齢者に孤独感を感じ
させず介護予防につながる。
・地域活動を活発にすれば、高齢者にも活
躍の場ができ、元気な高齢者が地域で増
える。
・介護職員の社会的地位を向上し、職業と
しての魅力を高めて人材を集める必要が
ある。
・施設の介護職員と病院の看護師の夜勤
手当には大きな開きがあり（７千円と３万
９千円）、介護施設で夜勤をしたいという
職員が少ない。
・制度が変わり、ヘルパーから介護福祉
士になるためには実務者研修などの研修
が必要となったため、向上心があってもお
金の面で断念せざるを得ない職員もいる。

・サービスの平等性に問題がある（介護保
険制度をよく知っている家族はサービスが
使えるが、まずは周知が必要である）
・サービスを過剰気味に使う利用者もお
り、正しいサービスの使い方が望まれる
（現行の制度では指導できない現状があ
る）
・訪問系のサービスのマンパワーが不足
している
　　（利用者の家に行くまでに片道３０分を
要することもあるため、小規模多機能居宅
介護支援事業所は利用者の担当エリアを
明確に区切ったほうがいい）
・認知症の症状の出始めた高齢者に早期
に対応するため、市民への認知症に対す
る教育が必要である
・直接的なサービス以外の指導援助にか
かる介護報酬の点数アップが必要である
　　　（ケア会議だけでも１ケースにつき３０
分から４５分の対応が必要であり、現行制
度ではその労力が十分に報われない）

・市内だけでも地域ごとに違いがあって１
つの方向性を出すのは難しい。そのため、
地域包括支援センターを活用して柔軟に
地域の方向性を考える必要がある。
・住民のコミュニティがつくれるサポートが
必要である。
・認知症について考える人が増えてきた
ので、地域で上手に支えていくことも可能
になってきた。
・認知症であるという医師の診断結果をも
らうための予約が取れない現状があり、専
門医をもっと増やしてほしい。
・サービス付き高齢者専用住宅のあり方を
検証して進めてほしい。利用者の体調が
悪くなった時のルートはどうなっているの
か、囲い込みをして自分たちの資源のな
かで隠ぺいしてしまっているのではない
か。

・医療と介護の連携は、本来双方向であ
るべきであるが、一方通行になりがちであ
る。
・医療や介護の専門職と行政だけでは溝
ができてしまうので、協働を進めていく必
要がある。
・有償ボランティア等、意欲をもった人が役
割を与えられ、責任をもって働ける場が必
要である。
・人の気持ちを大事にする施策を増やして
いく必要である。
・民間と行政がタイアップして、例えば、イ
オンモールの中に相談窓口や健康体操教
室を設けることができれば、要介護１、２
の人のデイサービスも不要になり、健康な
人も増えるのではないか。

・草津市としてくくるのではなく、いいところ
は近隣市とも連携する必要がある。
・IHNの考え方を地域に浸透するように啓
発が必要である。
・医師の間では在宅医療はまだマイナー
であるが、地道にわかる医師を増やしてい
けばメジャーになってくる。
・在宅医療は、始める前の医師が自分の
時間を制限されるのではないかということ
で懸念しているが、実際はほとんど電話で
の問い合わせもなく、現場に行くことが
あったとしても、訪問看護師のほうで９割
方方針が決まっているため、そんなに負
担はない。
・在宅医療のことを視野に置いた病院づく
りが必要であるが、病院と在宅医療での
考え方にはばらつきがあり、まとめるのは
至難の業である。
・行政がリスクの一端を担い、現場の課題
を一緒に解決していける体制がほしい。
・グループの垣根を越えて連携できれば
理想的であるが、診療報酬の割り方や一
生懸命取り組む人とそうでない人がいるこ
とで連携が難しい。結局、主治医制度が
ベターだということになる。
・成功事例を積み重ねて、専門職の意識
を改革し、患者の教育にも努めていく必要
がある。

高
齢
者
の
生
活
状
況
に
つ
い
て

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

関
係
者
へ
の
期
待

調査結果 （法人・事業所編） 
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① ② ③ ④

1

・地域で仲間と安心して暮らせる環境づ

くりが必要である。→2年前から「ふれあ

いハウス絆」で具体的な取り組みをはじ

めている。

・具体的には、買い物時や通院時の送

迎、いざというときの緊急連絡先の把握

が課題となっている。

・ふれあいサロンを７つ設けているが、高

齢者が家で閉じこもったままにならない

ようにする取り組みが必要である。しか

し、個人情報（人権）の問題が常に引っ

かかる。

・現在、２５町内のうち８町内に老人クラ

ブがあるが、役員になった人の負担が

大きく組織の減少・事業の縮小傾向にあ

る。まち協が、老人クラブの活性化のた

めに何ができるのかが課題となってい

る。

・災害時に高齢者が孤立しないようにす

ること。

・高齢者に健康で長生きしてもらうこと。

・学区内でも地域ごとに高齢化率の幅が

あり、考え方を共有していくのが難しく、

課題となっている。（高齢化率の例：よし

池３７．８％、湖州平３０．１％、ベェル

ヴィ草津１桁台）

・高齢化率が高いところでは、お出かけ

先への送り迎えをどうするかという課題

がある。（３年ぐらい前までは、よし池地

域にある任意グループが高齢者の送り

迎えをしていたが、事故のリスクのことを

考えて解散した経緯がある。）

・自治会組織がない地域もあり、どのよ

うにその地域の情報を把握していくのか

ということが課題である。

・区域の分け方が各種団体と自治会で

異なる地域もあり、住民の一体感が生ま

れにくいところもある。

2

・志津南地区福祉活動計画に基づき運

営している。

・組織上、まちづくり協議会の中の志津

南地区社会福祉協議会で対応してい

る。

・学区社協では、約５年前から「手間隙

かけて近所力」というスローガンを立て、

住民同士が声を掛け合い、地域福祉の

広がり目指している。

・町内会単位で福祉委員を決めており、

全部で地域に６８名いる。１つの町内に

２，３人の福祉委員がおり、一人あたり

約５０世帯を担当している。

・災害時要支援計画をつくることがきっ

かけとなり、生活弱者を地域全体で一人

も見逃さないという取組をしている。具体

的には、民生委員だけに頼ることなく、

子ども会、老人クラブ、障害児支援サー

クルを通じて、本来、市の災害時要支援

者名簿に記載されていない人までも発

見し、名簿に登録してもらうよう市に働き

かけている。

・「華麗社会の実現」というキャッチフ

レーズを掲げ、110歳まで生きられるよう

に取組を行っている。

・まちづくり協議会内の各部会にて対応

している。また、野路町では野路町自主

防災会実行委員会等の自主組織でも対

応している。

・具体的な取組としては、災害たすけあ

いネットワークの構築（平成19年度～）、

救急医療情報キット「命のバトン」（平成

21年度～）、向こう三軒両隣推進運動

（平成23年度～）、玉川ハートプロジェク

ト（平成24年度～）等がある。

・まちづくり協議会のなかに福祉部会を

設けているが、その部会の業務を学区

社協がすべて引き受けるかたちで対応

している。そのため、まちづくり協議会の

会則のうち福祉部会にかかる部分を学

区社協に読み替える規定をつくってい

る。

3

・人、モノ、金、情報のうち、人と情報は

足りているが、モノと金が不足している。

・他人の下の世話をすることを含め、専

門的な知識のない住民が地域で介護を

担えるはずがない。医療も介護も基本

的には専門家が担うべきである。

・７５歳以上の敬老会の名簿だけが地域

に下りてくる情報であり、圧倒的に個人

情報が不足している。

・すべての人のニーズを受入れることは

できないので、寺の活用も含め、住民が

手間隙かけて関係性を作っていくことこ

そが重要である。

・平常時の見守り。一人暮らしの家等、

要援護者の家になかなか行けず、年に1

回程度となっている。

・要支援者が地域内のどこに住んでいる

のかという情報

・かかりつけ医（個人診療所が減少の傾

向にあるため）

調査結果 （まちづくり協議会編） 
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参考資料７  「命のバトン」と「災害時たすけあいネットワーク」にかかる様式 

 

↑「命のバトン」様式 

 

←「命のバトン」シール 
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  ↑「災害たすけあいネットワーク」野路町内会長提出様式 
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↑「災害たすけあいネットワーク」湖南広域行政組合消防本部提出様式 
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参考資料８ 東近江魅
み

知
ち

普請
ぶ し ん

曼荼羅
ま ん だ ら

 

 

出所：あいとうふくしモール提供資料 
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参考資料９ 高齢者住宅・施設等の種類 

 

出所：高橋(2012) 
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参考資料１０  市内の各日常生活圏域における医療福祉資源マップ  

 

 

  
出所：高橋(2012) 
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市民センター 

ケアハウス 

介護療養型医療施設 

介護老人保健施設 

有料老人ホーム 

特別養護老人ホーム 

認知症高齢者グループホーム 

出所：草津未来研究所作成 
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